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ごあいさつ 

 

本市では、誰もが個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現を図るため、平成３１年３月

に「第２次八代市男女共同参画計画」を策定し、「女性活

躍の推進」「ワーク・ライフ・バランスの推進」「男女共

同参画の視点での防災体制づくり」など様々な取組を展開

してまいりました。 

これらの取組により、市内事業所における男性の育児休

業取得率や性別を理由として役割を分けようとする意識においては、一定の成果が見られ

る一方で、国が掲げる「政策・方針決定過程への女性の参画拡大」に関する指標は、諸外

国と比較しても低い水準にあり、一層の女性の活躍・参画を推進するため、社会全体の理

解を深める取組を進めていく必要があります。 

また、少子高齢化やデジタル化社会の進展など、私たちを取り巻く環境は大きく変化し

ており、特に、新型コロナウイルス感染症の拡大により、配偶者からの暴力等の増加・深

刻化の懸念や女性の雇用、所得への影響等が顕在化しました。人生１００年時代を迎え、

性別に関わりなく豊かな人生を送るためには、生涯を通して活躍できる機会の提供や仕事

と家事・育児・介護等を両立できる環境の整備に取り組むことが求められています。 

このような状況の中、社会の変化や新たな課題へ対応をしていくため、この度、「第３

次八代市男女共同参画計画」を策定いたしました。本計画では、「すべての男女
ひ と

が認め合

い、支え合い、輝く しあわせあふれる持続可能なまち“やつしろ”」を基本理念に掲

げ、市民の皆様をはじめ、事業者や各種団体の皆様との連携・協働のもと、一人一人の個

性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に取り組んでまいりますので、皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、この計画の策定にあたり、ご尽力いただきました八代市男女共同参画審議会委

員の皆様をはじめ、貴重なご意見等をお寄せいただきました市民の皆様並びに関係者の皆

様へ、心から感謝申し上げます。 

令和６年３月  
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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

 

男女共同参画社会基本法（以下「基本法」という。）に男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会」と定義されており、男女共同参画社会の実現は２１世紀のわが国社会を決定する最重要課題

と位置づけられています。 

近年では「持続的な開発目標“ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）“」（以下「SDGｓ」

という。）の１７の基本目標において「５ ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられ、世界的に男女共同

参画社会の実現が重要視されています。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（以下「DV 防止法」という。）の一部を改正する法律（令和５年法律第３０号）が成立し、令和６年 

４月１日から施行されるなど、環境が整備されています。少子高齢化の進展による人口減少、経済活動

のグローバル化など急速に社会状況が変化する中、それぞれの個性と能力を十分に発揮することがで

きる社会の形成はさらに重要となっています。 

本市は、基本法に基づき、平成２１年３月に「八代市男女共同参画計画（計画期間：平成２１年度～平成

３０年度）」を策定し、平成２６年３月に計画の一部見直し等を経て、平成３１年３月に「第２次八代市男女

共同参画計画（計画期間：平成３１年度～令和５年度）（以下「第２次計画」という。）」を策定し、男女共同

参画社会の実現に向けて、各種施策を展開してきました。  

このたび、令和５年度をもって第２次計画の期間が終了することに伴い、これまでの成果や課題、国・

県の動向、社会情勢の変化を踏まえ、男女共同参画に関する施策を総合的に推進するための「第３次八

代市男女共同参画計画」（以下「第３次計画」という。）を策定します。 

 

 

２．計画の位置づけ 
 

（１） 本計画は「基本法」第１４条に基づく「市町村男女共同参画計画」と位置づけます。 

（２） 本計画は「八代市男女共同参画推進条例」第１０条に基づく男女共同参画の推進に関

する行動計画であって、八代市総合計画の部門計画と位置づけます。 

（３） 本計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」

という。）」第６条に基づく「市町村推進計画」と位置づけます。 

（４） 本計画は「DV 防止法」第２条の３に基づく「市町村基本計画」と位置づけます。 

（５） 本計画は全市的に男女共同参画社会づくりを推進するため、市民、地域、事業所、行

政が一体となって、協働するための指針と位置づけます。 

  



第 1 章 計画策定にあたって 

2 

３．計画の期間 

 

令和６年度から令和１３年度までの８年間とします。 

国、県の動向に迅速に対応するため、令和８年度に中間見直しを行い、必要に応じて計画に反映しま

す。 

 

 

４．計画と SDGｓの関わり 

 

「ＳＤＧｓ」は、２０１５（平成２７）年９月に国際社会全体の普遍的な目標として国連サミットにおいて採

択され、２０３０（令和１２）年を期限とする包括的な１７の目標（ゴール）が設定されました。 

ＳＤＧｓは、貧困の根絶や不平等の解消、環境との調和など、持続可能な社会を実現するため「誰一人

取り残さない」多様性と包摂性のある社会の実現を目指すものです。 

本計画の推進により男女共同参画社会の実現を目指すことで、ＳＤＧｓに揚げられた「５ ジェンダー

平等を実現しよう」をはじめとする関連するゴールの達成に寄与していきます。 

 

 

５．計画策定の背景 

 

国においては、「日本再興戦略（平成２５年６月閣議決定）」の中核に「女性の活躍」を位置づけ、女性

の力を「我が国最大の潜在力」と捉えた取組を推進するとともに、平成２７年９月に「女性活躍推進法」

を施行しました。 

平成３０年５月に国会や地方議会の選挙での男女の候補者の数ができる限り「均等」になることを目

指す「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が、平成３１年４月にワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）の実現を図る「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が

施行されるなど、あらゆる分野において女性の活躍に向けた施策が推進されています。 

令和２年１２月には「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～（以下「第５

次基本計画」という。）」が策定され、政策・方針決定過程への女性の参画拡大や、新型コロナウイルス感

染拡大による女性への影響に対する支援、女性に対するあらゆる暴力の根絶、貧困等生活上の困難に

対する支援と多様性の尊重、生涯を通じた健康支援などが盛りこまれています。 

近年では、令和５年５月に「ＤＶ防止法」の一部改正が行われ、加害者に対する厳罰化や被害者への自

立支援の施策、関連団体の連携などについて改正されています。また、「女性活躍・男女共同参画の重

点方針２０２３（女性版骨太の方針２０２３）」が令和５年６月に決定され、企業における女性の活躍や所

得向上・経済的自立、男性の育児休業の取得制度の強化などが推進されています。 

  

R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R１２年度 R１３年度 R１４年度

次期計画

国・県計画（第５次） 国・県計画（第６次） 国・県計画（第７次）

中間見直し    本　　計　　画
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（１） 熊本県の動き 

熊本県では、平成２６年８月に県内の経済界をはじめとする関係機関・団体などの多様なメンバーの

連携による「熊本県女性の社会参画加速化会議」を設置し、平成２７年２月には『企業、女性・男性、社会

が“変わる“』という視点で、各参加団体が連携して取り組む施策・事業所などを取りまとめた「熊本県 

女性の社会参画加速化戦略」が策定されました。 

平成２８年４月の熊本地震、令和２年７月の豪雨災害の発生時には、防災・復興分野における男女  

共同参画の一環として、性被害防止ポスターの制作・配布を通じて啓発活動および避難所運営状況の

把握が行われています。 

また、平成３１年３月には「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

（第４次）」が策定され、令和２年１月に「女性活躍サミット２０２０」の開催など、様々な取組が行われてい

ます。 

国の第５次基本計画とこれまでの成果と課題、社会経済情勢の変化等を踏まえ、令和３年３月に男女

共同参画社会の実現に向けて「第５次熊本県男女共同参画計画」が策定されました。 

 

（２） 八代市の取組 

本市では、平成２１年から「男女
ひ と

がともに認め合い、支え合う元気都市“やつしろ”の実現」をめざして、

男女共同参画の視点に立ったまちづくり、地域づくりを行うために、「八代市男女共同参画計画」をスタ

ートさせました。また、同年度には市を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組むために、「男女共同 

参画都市」を宣言しました。 

国・県の動向をはじめ社会情勢の変化や計画の進捗状況と、市民意識調査等の結果を踏まえ、平成 

２６年３月に計画を一部見直し、平成３１年３月には「男女
ひ と

がともに認め合い、支え合い、個性と能力を 

発揮できるしあわせあふれるまち“やつしろ”」を基本理念とした第２次八代市男女共同参画計画を策定

し、総合的かつ計画的に様々な施策を展開してきました。 

 

  

【いっそ DE フェスタ講演会】 

【男女共同参画週間でのパネル展示】  
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表 近年の社会の動き 

世界の動き 

平成２７年３月 第３回国連防災世界会議「仙台防災枠組」採択 

平成２７年９月 国連サミットで「ＳＤＧｓ」を含む「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」採択 

国の動き 

令和元年６月 「女性活躍推進法」改正 

令和元年６月 「DV 防止法」改正 

令和２年３月 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」決定 

令和２年５月 「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラ

イン～」策定 

令和２年６月 「性犯罪・性暴力対策強化の方針」決定 

令和２年１２月 「第５次基本計画」閣議決定 

令和３年６月 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下

「育児・介護休業法」という。）」改正 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正 

令和４年５月 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」成立 

令和４年６月 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作

物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に

関する特則等に関する法律（ＡＶ出演被害防止・救済法）」施行 

令和５年５月 「ＤＶ防止法」一部改正 

令和５年６月 女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２３（女性版骨太の方針２０２３）決定 

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関

する法律」施行 

令和５年７月 「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の

処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する

法律」施行 

熊本県の動き 

平成３１年３月 「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第４次）」

策定 

令和２年１月 「女性活躍サミット２０２０」開催 

令和３年３月 「第５次熊本県男女共同参画計画」策定 
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第２章 八代市の現状と課題 

１．八代市の現状 

（１）人口の動向 

八代市では平成 12 年から令和 2 年までの、この 20 年間に、全体では 12.5％、女性では

12.0％、男性では 13.1％の減少が見られます。令和２年では、全体の年少人口構成比（０～１４歳）は 

１１．９％、生産年齢人口構成比（１５～６４歳）は ５２．９％、老年人口構成比（６５歳以上）は３４．２％を

占めています。年少人口及び生産年齢人口の割合は年々減少しています。 

男女別でみると、年少人口以外の生産年齢人口、老年人口で、女性が男性より多くなっています。 

人口ピラミッドでみると、男女とも 20～24 歳で減少しています。 

女性の転出超過でみると、20～29 歳で人口流出が最多となっています。 

 

 

【人口の推移 （全体）】 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（平成１２年～令和２年） 
*年齢構成比算出にあたっては、年齢不詳は集計に含まない 
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【人口の推移 （女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口の推移 （男性）】 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（平成１２年～令和２年） 
*年齢構成比算出にあたっては、年齢不詳は集計に含まない 
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【人口ピラミッド】 

 

 

 

【女性の転出超過の状況（平成２９年～令和４年）】 

 

 

 

  

資料：国勢調査(令和２年) 

資料：「住民基本台帳人口移動報告」(総務省)を加工して作成 
*「転入者数」ー「転出者数」の数値。数値がマイナスの場合は、転出超過を示す 
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（２）世帯の動向 

本市の世帯数は、平成１２年から令和２年において増加傾向となっています。 

一方、１世帯当たりの人員については、減少傾向となっています。 

 

【世帯数などの推移】 

 

 

【世帯数と平均世帯人員の県との比較】 

 
 

  

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年
世帯数 八代市 46,056 46,983 47,458 47,972 49,204
（世帯） 熊本県 647,216 667,533 688,234 704,730 719,154
人口 八代市 140,665 136,886 132,266 127,472 123,067
（人） 熊本県 1,859,344 1,842,233 1,817,426 1,786,170 1,738,301

平均世帯人員 八代市 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5
（人/世帯） 熊本県 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4

資料：国勢調査（令和２年） 
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（３）就労の状況 

本市の男女別の年齢階層別労働力率をみると、女性の２０代前半と５０代後半は８０％未満ですが、 

２０代後半から５０代前半にかけての割合が８割を超えています。 

 

【八代市の性別５歳階級別労働力率】 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（令和２年） 
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（４）男女別産業大分類就業者数 

本市の就業者数は、男性は製造業、卸売業・小売業、建設業の順に多く、女性は医療・福祉、卸売業・ 

小売業、農業の順に多い状況です。就業者比率が熊本県全体と比べて特に高い産業は農業で、本市の

特徴といえます。 

 

【八代市の男女別産業大分類就業者数】 

 

 

 

 

 

 

  

男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性・係数 女性・係数 総数

3,658 3,962 7,620 12.5% 14.3% 13.4% 39,654 28,319 67,973 9.2% 7.3% 8.3% 1.36 1.97 1.61

3,538 3,932 7,470 12.1% 14.2% 13.1% 37,649 27,926 65,575 8.8% 7.2% 8.0% 1.38 1.98 1.64

92 41 133 0.3% 0.1% 0.2% 2,775 1,020 3,795 0.6% 0.3% 0.5% 0.49 - 0.50

29 5 34 0.1% 0.0% - 274 56 330 0.1% 0.0% 0.0% - - -

3,827 792 4,619 13.1% 2.9% 8.1% 54,961 11,688 66,649 12.8% 3.0% 8.1% 1.03 0.95 1.00

5,349 2,244 7,593 18.3% 8.1% 13.3% 67,626 35,360 102,986 15.8% 9.1% 12.6% 1.16 0.89 1.06

163 29 192 0.6% 0.1% 0.3% 2,704 528 3,232 0.6% 0.1% 0.4% 0.89 0.77 0.86

149 73 222 0.5% 0.3% 0.4% 6,699 3,209 9,908 1.6% 0.8% 1.2% 0.33 0.32 0.32

2,398 530 2,928 8.2% 1.9% 5.1% 26,628 5,338 31,966 6.2% 1.4% 3.9% 1.33 1.40 1.32

3,942 5,003 8,945 13.5% 18.0% 15.7% 55,963 64,583 120,546 13.0% 16.6% 14.7% 1.04 1.09 1.07

285 543 828 1.0% 2.0% 1.5% 6,387 8,901 15,288 1.5% 2.3% 1.9% 0.66 0.86 0.78

315 260 575 1.1% 0.9% 1.0% 7,110 5,475 12,585 1.7% 1.4% 1.5% 0.65 0.67 0.66

607 400 1,007 2.1% 1.4% 1.8% 12,551 7,937 20,488 2.9% 2.0% 2.5% 0.71 0.71 0.71

721 1,523 2,244 2.5% 5.5% 3.9% 15,477 26,749 42,226 3.6% 6.9% 5.2% 0.69 0.80 0.77

709 1,156 1,865 2.4% 4.2% 3.3% 11,428 17,213 28,641 2.7% 4.4% 3.5% 0.91 0.94 0.94

986 1,278 2,264 3.4% 4.6% 4.0% 16,490 23,060 39,550 3.8% 5.9% 4.8% 0.88 0.78 0.82

2,268 7,785 10,053 7.8% 28.1% 17.7% 34,315 107,628 141,943 8.0% 27.6% 17.3% 0.97 1.02 1.02

343 227 570 1.2% 0.8% 1.0% 6,158 3,937 10,095 1.4% 1.0% 1.2% 0.82 0.81 0.81

1,768 1,084 2,852 6.1% 3.9% 5.0% 27,952 19,735 47,687 6.5% 5.1% 5.8% 0.93 0.77 0.86

1,293 618 1,911 4.4% 2.2% 3.4% 25,521 11,175 36,696 5.9% 2.9% 4.5% 0.75 0.78 0.75

252 191 443 0.9% 0.7% 0.8% 8,695 7,980 16,675 2.0% 2.0% 2.0% 0.43 0.34 0.38

29,154 27,744 56,898 100.0% 100.0% 100.0% 429,368 389,891 819,259 100.0% 100.0% 100.0% - - -

30,776 28,667 59,443 - - - 449,787 402,788 852,575 - - - - - -

57,298 65,769 123,067 - - - 822,481 915,820 1,738,301 - - - - - -

　産 　　業 （ 大  分  類 ）

八代市 熊本県
特化係数①/②

就業者数（人） 就業者比率（％）① 就業者数（人） 就業者比率（％）②

Ａ 農業，林業

   うち農業

Ｂ 漁業    

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業

Ｄ 建設業    

Ｅ 製造業    

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業    

Ｈ 運輸業，郵便業    

Ｉ 卸売業，小売業    

Ｊ 金融業，保険業    

Ｋ 不動産業，物品賃貸業

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業

Ｏ 教育，学習支援業

Ｐ 医療，福祉

Ｑ 複合サービス業

Ｒサービス業（他に分類されないもの）

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）

Ｔ 分類不能の産業    

総数

労働力人口

総人口

資料：国勢調査（令和２年） 
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（５）男女の就労（就業）形態 

女性は、正規の職員・従業員が５２．７％、パートやアルバイトなどの就労形態が４５．１％となっていま

す。一方、男性は正規の社員・従業員の就労形態が８３．６％と８割を超え、パートやアルバイトなどの 

就労形態が１４．３％となっています。 

 

【女性の就労（就業）形態】 

 

【男性の就労（就業）形態】 

 

  
資料：国勢調査（令和２年） 
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（6）共働き世帯の割合の推移 

本市の共働き世帯の割合は全国、県と比べて高くなっています。また、本市の子どもがいる世帯の 

共働きの割合についても全国、県と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（令和２年） 
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２．市民意識調査（令和４年８月実施） 

 

（１）政策・方針決定の場での男女共同参画について 

問） 「政治や行政、職場などにおいて、企画立案や方針決定の場に女性の参画がいまだ少ない」と 

言われていますが、その原因は何だと思いますか。 

全体では「男性優位の組織運営がなされているため」（５５．５％）が最も高く、次いで「家庭、職場、 

地域で、性別による役割分担や性差別の意識が強いため」（４１．０％）、「女性の能力向上を図るための

機会が不十分であるため」（２８．５％）と続いています。 
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（２）女性が職業を持つことについて 

問） 女性が職業を持つことについて、どのようにお考えですか。 

全体では、女性が職業を持つことについて「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」

（６０．８％）が最も高く、前々回調査（平成 19 年、26.5％）、前々回調査（平成２４年、３９．５％）、前回

調査（平成２９年、５２．８％）と調査を追うごとに増加しています。 

また、性別でみると、女性の「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」の割合が    

６３．２％と男性に比べ高くなっています。    

 

【全 体】（前回との比較） 

 

 

 

【性 別】 
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（３）仕事と家庭・地域生活の両立について 

問） 生活の中での優先度について、【希望に最も近いもの】と【現実（現状）に最も近いもの】を選んで

ください。 

仕事と家庭・地域生活の両立についての優先度は、【希望】では男女とも「仕事と家庭生活をともに 

優先」が最も高くなっています。  

しかし、【現実】では「仕事を優先する」割合が高く、男性で顕著です。なお、女性は「仕事と家庭生活を

ともに優先」が【希望】とほぼ同じ割合となっています。 

 

【希 望】 

 
 

【現 実】 

 
 

 

  



第２章 八代市の現状と課題 

16 

（４）ドメスティック・バイオレンス（DV）の被害体験について 

問） これまでに配偶者や恋人、パートナーから次のような行為をされたことがありますか。 

「何度もあった」「一・二度あった」の合計は、全体では大声で怒鳴る」（２８．５％）が最も高く、次いで

「何を言っても長時間無視しつづける」（１６．４％）、「平手でうつ、突き飛ばす」（１１．２％）となっていま

す。ほとんどの場合で、女性の方が男性よりも被害にあう割合が高くなっています。 
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問） 「何度もあった」「一・二度あった」と回答した方への質問です。だれかに相談しましたか？ 

「だれ（どこ）にも相談しなかった」と回答した割合が最も高く、全体では６４．０％、女性６０．９％、 

男性６９．８％となっています。 
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（５）防災・復興での女性の参画について 

問） 防災や復興の面において、性別などに配慮した対応のために、特に何が必要だと思いますか。 

全体では「避難所の設備整備に男女両方への配慮があること」（４５．３％）が最も多く、次いで「災害

時に緊急に設置される災害対策本部に男女がともに配置され、対策に男女両方の視点が入ること」   

（４４．９％）、「市の防災政策を決定する防災会議における女性委員の割合を高め、市の防災計画に男女

両方の視点が入ること」（４２．７％）と続いています。 
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（６）男女の地位の平等感について 

問） 各分野で、男女の地位は平等になっていると思いますか。 

全体では男女が『平等である』の割合は「学校教育の場」（５０．６％）で高く、『男性優遇』の割合は 

「学校教育の場」以外の「政治の場」、「社会通念・慣習等」などの項目で高くなっています。 

また、前回調査（平成２９年）に比べ、「職場」以外の項目で『男性優位』の割合が増加しています。 

性別でみると、「学校教育の場」以外の項目で、女性の方が男女が『平等である』の割合が低くなって

います。 

 

【全 体】（前回との比較） 
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【性別】 
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（７）家庭生活の役割分担について 

問） 「男は仕事、女は家庭」などと性別で役割を固定する考え方について、どう思いますか。 

全体では、性別で役割を固定する考え方に「賛成しない」（７９．５％）が最も高く、前々回調査      

（平成２４年、６２．６％）、前回調査（平成２９年、７１．２％）と調査を追うごとに増加しています。  

また、性別でみると、女性の方が「賛成しない」の割合が８４．１％と男性に比べ高くなっています。 

 

 

【全 体】（前回との比較） 

 

 

 

【性 別】 
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（8）男女共同参画社会の推進について 

問） あなたは、以下の言葉について知っていましたか。 

「男女共同参画」などの言葉や法律についての認知度は、全体では「セクシュアル・ハラスメント 

（セクハラ）」（８４．１％）が最も高く、次いで「ドメスティック・バイオレンス（DV）」（83.４％）、「ジェンダー

（社会的性別）」（57.2％）と続いています。法律、本市の条例や相談室などの認知度は低い状況です。 
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問） 八代市が、男女共同参画社会を形成するために、力をいれるべき対策は何だと思いますか。 

全体では「男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援」（５１．５％）が最も高く、次いで「男女共同

参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識改革」（４８.３％）、「雇用等の分野における男女の 

均等な機会と待遇の確保」（43.0％）と続いています。 
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３．事業所調査（令和４年８月実施） 

 

（１）事業所の状況について 

問） 貴事業所の状況についておたずねします。（男女の割合） 

就業形態については、正社員は男性の割合が６８．９％と高く、正社員以外では女性の割合が     

５８．６％と高く、また臨時雇用者は男性が６８．６％と高くなっています。 

管理職については、男性の割合が７８．３％と高くなっており、前回調査（平成２９年）より増加してい

ます。 

 

 

就業形態別にみた男女の割合 

 

 

 

 

管理職の男女の割合 

 

  

＊臨時雇用者：1 か月未満の期間を定めて雇用している人や日々雇用している人 



第２章 八代市の現状と課題 

25 

（２）正規従業員の平均給与について 

問） 「正規従業員」の平均給与（総支給額の平均）の男女間の格差はどのような状態ですか。 

正規従業員の平均給与は、「格差がない」が５２．６％と最も高く、前回調査（平成２９年）より増加し、

「男性が高い」を上回っています。 

男性の平均給与が高い理由としては、「業務内容の差」が６６．７％と最も高くなっていますが、前回 

調査（平成２９年）より減少し、「経験年数の差による」が４５．２％と前回調査より増加しています。 

 

 

正規従業員の平均給与 

 

 

男性の平均給与が高い理由（複数回答） 
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（３）女性の管理職登用について 

問） 今後、管理職登用にあたって、女性を積極的に登用しようと考えていますか。 

女性の管理職への登用について、「積極的に増やしていく」が５７．０％と最も高く、前回調査（平成  

２９年）より大幅に増加しています。逆に「特に増やしていく考えはない」は前回調査（平成２９年）より大

幅に減少しています。 

女性を管理職として登用しない理由は、「女性がつける管理職ポストがないから」が２８．３％と最も

高く、前回調査（平成２９年）より増加しています。 

 

 

女性の管理職への登用についての意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性を管理職として積極登用しない理由（複数回答） 
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（４）育児・介護支援について 

問） 育児休業や介護休業の取得状況について教えてください。 

「育児休業」は、女性の８６％が取得しているのに対し、男性では２５．５％と未だ低い状況です。 

「介護休業」の取得者は４人と少なく、取得者の全てが女性です。 

 

育児休業制度の取得状況 

 

 

介護休業制度の取得状況 

 

 

問） 育児休業及び介護休業制度の導入状況について教えてください。 

「育児休業及び介護休業制度を導入している」事業所は６４％と最も高く、前回調査（平成２９年）より

増加しています。 

 

  

　 男性 女性 合計

取得者（人） 0 4 4
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（５）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

問） 従業員の有給休暇の取得率はどれくらいですか。 

有給休暇の取得率が「５０％以上」の事業所が６４％と、前回調査（平成２９年）と比べ大幅に増加して

います。 

 

従業員の有給休暇の取得率 

 

 

問）ワーク・ライフ・バランスに関する取組について教えてください。   

ワーク・ライフ・バランスに関する取組状況に関しては、「有給休暇の取得促進」が８２．５％、次いで

「柔軟な働き方（パート⇔正社員）への支援」が５３．５％、「育児、介護、地域活動等に参加しやすいよう

配慮」が５３．５％と続いています。 
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４．第２次計画の取組状況 

 

第２次計画における取組の成果の主なものとして、以下の項目が挙げられます。 

＊現計画の成果目標の達成状況一覧は、＜資料編＞に掲載しています。 

 

【成果】 

成果１ 固定的性別役割分担意識の解消に向けた意識の高揚 

市民意識調査の結果では、「男は仕事、女は家庭」などと性別で役割を固定する考え方について、 

『賛成しない』は７９．５％で、平成２９年の前回調査（７１．２％）から８．３ポイント増加しました。熊本県

（７０．８％*１）と比較すると、『賛成しない』の割合は本市が８．７ポイント高く、全国（６４．３％*２）と比較し

ても１５．２ポイント高い結果となっており、固定的性別役割分担意識の解消が図られています。 

 

成果２ 家族経営協定締結農家数、女性の認定農業者数の増加 

家族農業経営における役割分担などを取り決める家族経営協定を締結した農家数は、第２次計画策

定時の４１９戸から４９５戸と７６戸増加しており、家族一人一人が役割と責任を明確にし、女性も意欲

と能力を発揮できるような環境づくりが推進されていると思われます。 

また、女性の認定農業者数についても第２次計画策定時の１６２人から１７３人と１１人増加しており、

女性の経営への参画の推進も図られています。 

 

成果３ 市内事業所における男性の育児休業取得率の増加 

事業所調査の結果では、市内事業所における男性の育児休業取得率は２５．５％で、前回調査 

（７．６％）から１７．９ポイントと大幅に増加しています。また熊本県（１６．４％*３）と比較すると本市が 

９．１ポイント高く、全国（１７．１％*４）と比較しても８．４ポイント高くなっているほか、市の男性職員の 

育児休業取得率についても１１．８％と令和５年度目標（１０．０％）を達成しており、事業所への広報啓発

や、イベント等による学習機会の提供によって、育児休業取得の推進が図られています。 

 

  

*１ 
男女共同参画に関する県民意識調査報告書（令和元年１１月調査）

 

*２ 
男女共同参画社会に関する世論調査（令和４年１１月調査）

 

*３ 
令和４年度熊本県労働条件等実態調査報告書 

*４ 
令和４年度雇用均等基本調査 
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５．八代市の課題 

 

本市におけるこれまでの取組の成果や課題、社会動向、現状、市民意識調査・事業所調査の結果など

から、今後、男女共同参画社会の実現に向けて取り組むべき課題として、以下の項目が挙げられます。 

 

【課題】 

課題１ あらゆる分野における女性の活躍の推進 

審議会・委員会への女性の登用率は２９．４％と令和５年度目標値の４０．０％に届いていない状況で

あり、地域協議会女性役員の割合も１８．６％と令和５年度目標値の２５．０％に届いていない状況です。 

また、市内事業所における正社員の女性管理職の割合も２１．７％と令和５年度目標値（３０．０％）に

達しておらず、今後活力ある社会を維持するためにも、経済活動、地域活動、政治の場などあらゆる 

分野において女性の活躍を推進していくことが課題です。 

 

課題２ 誰もが安心して暮らせる社会づくり 

市民意識調査の結果では、デートＤＶの言葉の認知度は４１．７％と前回調査（３９．８％）に比べ増加し

ていますが、令和５年度目標値（４５．０％）には達していない状況です。また、市の相談窓口における 

ＤＶ相談実人数は減少傾向にありますが、被害経験のある人の『誰にも相談しなかった』割合は前回調

査から依然と高い状況であり、今後も相談体制を充実していくことが必要です。 

なお、防災や復興の面でも、避難所の設備への配慮や緊急時体制における男女双方の視点が求めら

れており、環境の改善・意思決定過程への女性の参画の推進が課題です。 

 

課題３ 各分野における男女の不平等意識の解消 

市民意識調査の結果では、男女の地位の平等感について『平等である』は１３．８％と平成２９年の前

回調査（２１．１％）と比べて７．３ポイント減少しています。特に『男性優遇』とされている項目は『政治の

場（７６．２％）』や『社会通念・慣習等（６８．３％）』で、学習等の機会に触れることにより、不平等に気づく

人が増えた結果ととらえることもできますが、今後政治の場において女性が参画しやすい環境づくりの

推進がより一層必要となるほか、女性の活躍を阻害する原因の一つと考えられる古い習慣やしきたり

をなくしていくことが課題です。 

 

課題４ 地域のけん引役としての市の取組みの推進 

市の管理職員に占める女性の割合は課長級以上が１２．５％（令和５年度目標１５．０％）、係長級以上

が２５．８％（令和５年度目標２７．０％）で、どちらも目標値を達成できていません。また、市職員の年間

平均超過勤務時間についても１３８．７時間と令和５年度目標値の８７．２時間を大きく超えており、 

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性活躍推進に係るけん引役として、今後も取組を進めていくことが

課題です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

 

すべての男女
ひ と

が認め合い、支え合い、輝く 

しあわせあふれる持続可能なまち“やつしろ” 

 

 

２．計画の基本目標 

 

本計画の基本理念の実現に向けて、４つの基本目標を設定し施策を展開していきます。 

 

基本目標 １  あらゆる分野へ女性の参画が広がる社会づくり 

男女がともにワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を充実させ、多様で柔軟な働き方ができ

る環境づくりを推進するとともに、意思決定過程へ女性の参加を拡大し、職場・家庭・地域などあらゆる

分野において、女性がその個性と能力を発揮し活躍できる社会づくりをめざします。 

 

基本目標 ２  安全で安心して暮らせる社会づくり 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）や各種ハラスメントなどあらゆる暴力の予防と根絶のほか、生涯

を通じた心身の健康づくり支援を推進するとともに、ひとり親家庭等への支援など安心して生活でき

る環境の整備、男女共同参画の視点での防災・復興体制づくりなどを行い、多様性を認め合いながら、

誰もが安心して暮らせる社会づくりをめざします。 

 

基本目標 ３  男女共同参画社会実現に向けた意識づくり 

市民一人一人が男女共同参画への関心と理解を深めるため、固定的性別役割分担意識の解消をはじ

め、男女共同参画について国際的視点に立った広報・啓発や教育・学習の推進を図り、男女共同参画社

会実現に向けた意識づくりを進めます。 

 

基本目標 ４  推進体制づくり 

職員一人一人が、男女共同参画について正しく理解し、男女共同参画の視点に立って施策を展開す

るとともに、市民・市民団体・地域などとの連携・協力を図り、男女共同参画社会づくりへの推進体制の

充実と強化に努めます。 
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第４章 計画の内容 

基本目標１ あらゆる分野へ女性の参画が広がる社会づくり 

 

現状と課題 

男女共同参画社会の実現に向けては、審議会等の委員や管理職など意思決定過程へ

の女性の参画が必要不可欠です。市では令和４年の審議会等における女性の比率は    

２９．４％となっており、県全体の平均２２．１％（令和２年１０月時点）を上回っていますが、

議会における女性議員の割合などは低い現状です。 

また、性別を問わず、一人一人が生きがいを持って社会で活躍するためには、平等な 

就労の機会を確保することが必要です。国では、これまで就労に関する男女間の格差を

解消するため「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（以下「男女雇用機会均等法」という。）」や「育児・介護休業法」の改正などに取り組んでき

ましたが、賃金、職種、雇用形態などの面で課題があるほか、近年では新型コロナウイル

ス感染症の影響による女性の失業が社会問題となるなど、働く女性を取り巻く就業環境

は未だ多くの課題を抱えています。 

令和４年度市民意識調査では、「女性が職業を持つことについてどのようにお考えです

か」という問いに、「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」と答えた人が

前回（平成２９年度）調査の５２．８％から６０．８％に増え、女性が働き続けることについて

は、肯定的な考え方が浸透してきていることがわかります（ｐ．１４参照）。しかし、「育児や

介護は女性の仕事」といった固定的性別役割分担意識は薄くなってきているもののまだ

まだ根強く、女性の育児や介護に対する負担が重くなっている状態です。 

このことから、事業所に向けて、「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」をはじめと

する法や制度の遵守・活用に向けた啓発を行い、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）の視点に立った働き方・生活の見直しを行うことが重要です。 

また、令和４年４月には「女性活躍推進法」が改正され、社会での女性活躍を更に後押

しするため、対象となる企業が追加されました。 

 

 

SDGs のゴール 
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【基本的施策】 

（１）あらゆる分野における意思決定過程への女性の参画 

政策・方針決定の場へ女性の参画を促進するために、固定的性別役割分担意識に基づく慣習、しきた

りを見直すとともに、女性に対する意識改革や能力開発、人材育成、市の審議会や委員会などへの女性

の積極的登用など、女性のエンパワーメントを支援します。 

また、地域活動においては、女性人材の育成を図るとともに、町内会などの地域団体に対し、女性も

参画できる環境づくりを働きかけます。さらに、就業の場では、女性の職域拡大や企画・立案の場への

参画促進、管理職などへの登用促進などに対する意識改革を促し、女性が活躍できる職場を目指すた

め、民間企業などの取組みへの支援を行います。 

 

施策の内容 ①女性のエンパワーメント支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

1 女性の 

エンパワーメント支援 

 

意思決定過程への女性の参画を推進するた

め、固定的性別役割分担意識の解消、意識改革

及び能力向上のための講座を開催する。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②審議会などへの女性の積極的登用 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

2 審議会、政治分野 

などへの女性の 

積極的登用の促進 

 

「八代市審議会等の設置及び運営に関する 

基本指針」に規定している女性委員の積極的 

登用を促進するために、審議会等の所管課に 

対して登用率の調査の実施とともに、「基本指

針」の認識や理解を深めるための啓発を行う。 

デジタル推進課 

「八代市審議会等の設置及び運営に関する 

基本指針」に基づき、審議会等委員へ女性の  

積極的な登用を促進すると同時に、審議会委員

候補の女性人材情報の拡充と提供を行う。 

また、政治分野における男女共同参画の推進

に必要な啓発活動を行う。 

人権政策課 

（全部署） 

 

施策の内容 ③事業所における方針決定の場への女性の参画促進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

3 事業所のポジティブ・

アクション（男女格差

の積極的是正措置）の

推進 

男女格差の是正のため、事業所に対し、各種

講座の案内や講師の派遣等を行う。 

人権政策課 

 

事業所に対し、積極的な取組を促すため、国・県

などの情報を含めセミナーの開催や学習会、専

門家の派遣等について情報提供を行う。 

商工政策課 
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【基本的施策】 

（２）働く場における男女共同参画の推進 

働く場において女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現のための環境整備や雇用機

会の創出、女性の能力開発と就労・キャリアアップ支援などを行います。 

また、女性に限らず働く人がいきいきと安心して働き続けることができる労働環境の整備のための

情報提供や周知・啓発を行います。 

 

施策の内容 ①女性の就労支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

4 女性の能力開発と 

就労・キャリアアップ 

支援 

女性の就労・キャリアアップ支援のため、 

「リモートワーク」や「プログラミング」に関する 

セミナーなどを開催する。 

また、「ハローワーク」や「ジョブカフェ」などの

関係機関と連携を強化し女性のリスキリングに

ついてなどの情報提供を行う。 

商工政策課 

「熊本県しごと相談・支援センター」や「ハロー

ワーク八代マザーズコーナー」などの他機関の 

就労相談窓口について、市民へ情報提供を行

う。 

また、ひとり親家庭に対して、資格取得に向け

た講座受講費用の一部助成、自立支援員による

求職活動等の支援、毎年 8 月の児童扶養手当 

現況提出期間中にハローワークと連携し「就労自

立促進事業・出張ハローワーク」を実施する。 

こども未来課 

 

キャリア教育をとおして、女性の就労について

知り、望ましい勤労観、職業観の育成を図る。 

学校教育課 

女性の就労・キャリアアップのため、講座の 

実施や国・県の施策等の情報提供を行う。 

人権政策課 

 

5 離職した者に対する 

再就職支援 

育児や介護だけでなく、様々な理由により 

離職した者に対して、就職活動を有利に進める

ための取組として、「八代市就業資格取得支援助

成金」の周知を図るとともに、ジョブカフェや 

ハローワーク、若者サポートステーションと連携

し、就労支援を積極的に行う。 

商工政策課 
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No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

６ 

 

若者を中心とした 

魅力的な雇用機会の

創出 

女性が多様で柔軟な働き方が選択できるよう

に、市内企業等に対し働き方の意識変革等のた

めの啓発活動をハローワークやジョブカフェ等

の各関係機関と連携を図りながら取組を進め

る。 

商工政策課 

新しい働き方や生活スタイルの普及に伴う地

方への移住を促進し、女性の多様で柔軟な働き

方を支えるため、子育て、しごと、住まい等に 

関する支援メニューの情報提供を行う。 

地域政策課 

 

施策の内容 ②女性が活躍するための環境整備 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

7 働きやすい労働環境

改善に取り組む 

事業所の認定・表彰の

推奨 

 

働く人がいきいきと安心して働き続けること

ができる労働環境の整備の情報や取り組む企業

などに対する、認定・表彰などの情報提供を行

う。 

商工政策課 

男女共同参画の推進に取り組む事業所の表彰

（熊本県が取り組む「男女共同参画推進事業者表

彰」）について周知を行うとともに、該当する事

業者へ応募を働きかける。 

人権政策課 

8 公共調達における 

「男女共同参画・女性

活躍」加点制度の推進 

 

男女共同参画・女性活躍に積極的に取り組ん

でいる企業に対して八代市工事入札参加者資格

審査格付基準において、育児休業制度・介護 

休暇制度を設けている企業に対して加点し、 

継続して評価の対象とする。 

契約検査課 

 

八代市工事入札参加者資格審査格付基準の

検討を行うなど、公共調達における「男女共同 

参画・女性活躍」加点制度を推進する。 

人権政策課 

9 育児・介護休業法など

の周知・啓発 

育児・介護休業法や男女雇用機会均等法に 

基づき、育児休業・介護休業を取得できる制度

が事業主へ義務付けられることや、育児・介護 

休業に関する支援制度等の情報を提供する。 

商工政策課 

育児・介護休業法や男性の育児休業取得など

についての周知・啓発を行う。 

人権政策課 

10 非正規労働者の 

処遇改善のための 

情報提供 

熊本労働局など関係機関と連携し、パートタイ

ム労働者、派遣労働者の就労環境改善のための

情報を事業所に提供し、周知・啓発を行う。 

商工政策課 
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【基本的施策】 

（３）農林水産業・商工業などの自営業における男女共同参画の推進 

農林水産業・商工業などの自営業においては、家族だからこその良い点がたくさんありますが、経営

と生活の境目が明確でなく、各世帯員の役割や労働時間、労働報酬などの就業条件が曖昧になりがち

です。経営を経営主だけでなく、配偶者や後継者にとっても、魅力的でやり甲斐のあるものにするため

には、家族みんなが主体的に経営に参画でき、意欲と能力を存分に発揮できる環境を整備することが

重要です。農業分野においては、家族経営協定や認定農業者制度などの拡充により、女性の就労環境

を改善し就業意欲を高める取組を行うとともに、商工業分野においては、創業支援を今後も推進して

いく必要があります。 

 

施策の内容 ①農林水産業における女性活躍の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

11 農業委員への 

女性の登用促進 

政策・方針決定の場に女性の視点を反映させ

るため、農業委員の公募過程において、積極的

な女性の推薦や応募などを農業委員会と連携し

て関係団体へ働きかける。 

農林水産政策課 

農業委員会の活動において女性の活躍の場を

広げるため、農業委員への研修等を実施し、知識

や経験を身につける機会を作る。 

また、女性のリーダーを育成することで、女性

の意見や視点が農業の方向性を決定する上で 

重要な役割を果たすよう環境づくりを行う。 

農業委員会 

12 女性の経営参画の 

促進 

女性の生産技術、経営管理能力の向上のた

め、関係機関・団体と連携して、農業技術者養成

講座や担い手育成総合支援事業で講座を開催す

る。 

また、女性の経営参画を促進し共同経営者と

しての位置付けを明確にするため、女性認定農

業者の認定や、認定農業者の更新時における 

夫婦共同申請及び家族経営協定締結の啓発活

動を行う。 

農林水産政策課 
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No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

13 女性のチャレンジ活動

への支援 

県や農業協同組合、漁業協同組合、商工関連

団体などと連携して、地産地消等の推進に関す

る活動を通して、女性の視点やアイディアを活か

した、女性のチャレンジ活動（加工、生産活動な

ど）や起業活動を支援する。 

農林水産政策課 

水産物の新商品開発や６次産業化等、地域水

産業の活性化に寄与する女性漁業従事者の活動

に対する支援や情報提供を行う。 

水産林務課 

 

施策の内容 ②商工業など自営業における女性活躍の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

14 創業支援 商工会・商工会議所などと連携して創業支援

を行う。 

商工政策課 

 

 

 

 

 

【女性のエンパワーメント支援講座の一例】 
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【基本的施策】 

（４）地域社会における男女共同参画の推進 

地域の活動などの自主性を十分に尊重し、市と市民が協力し協働のまちづくりを推進するうえで、女

性もまちづくりの担い手として町内会や地域協議会などに積極的に参加し、女性の視点を取り入れた

地域活動を展開することは重要なことです。 

そのため、地域活動における女性の参画促進のための働きかけを行いつつ、方針決定の場への女性

の参画を促進し、男女共同参画の推進の妨げとなる、固定的性別役割分担意識の解消に繋がるよう機

会を通じて啓発や情報提供を行います。 

 

施策の内容 ①地域活動における女性の参画促進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

15 地域活動における 

方針決定の場への 

女性の参画促進 

熊本県男女共同参画地域リーダー育成事業へ

の派遣など、地域活動における方針決定の場へ

の女性の参画促進を行う。 

人権政策課 

地域協議会連絡会議等において女性の参画促

進を図るための働きかけを行う。 

市民活動政策課 

社会教育団体（ＰＴＡ連絡協議会等）に対し、

様々な機会を通じて女性の参画促進に関する意

識啓発を行う。 

生涯学習課 

スポーツ推進委員への女性の積極的任用につ

いて関係団体などへ働きかけ、女性の参画促進

に関する意識啓発を行う。 

スポーツ振興課 

16 男女がともに担う 

地域活動の促進 

地域における女性の活動促進や男女がともに

担う地域活動の重要性など男女双方の意識改革

のための啓発や情報提供を行う。 

人権政策課 

広報媒体等を通じて、男女がともに担う地域

活動の重要性を啓発するとともに、女性の活動

促進に関する情報提供を行う。 

市民活動政策課 
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【基本的施策】 

（５）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

男女が対等なパートナーとして、固定的性別役割分担意識を解消し、家庭の責任は男女がともに担う

という意識をはじめ、ワーク・ライフ・バランスの推進のための気運づくりを家庭、地域、職場などのそれ

ぞれの場面において推進します。 

男性は仕事と家庭生活をともに優先することを希望していても、仕事を優先せざるを得ない状況が

多いことから、就労環境の改善や働き方の見直しにより、家庭生活や地域活動への参加を促進し、仕事

と家庭生活・地域活動との両立についての学習の機会と情報の提供を進めます。 

また、女性が働き続けられるように、子ども・子育て支援法や育児・介護休業法の趣旨に基づき、男女

問わず育児・介護休業制度の利用を促進し、地域ぐるみの子育て、介護支援など社会全体で取り組む環

境づくりと、子育て支援や介護サービスの充実を図ります。 

 

施策の内容 ①ワーク・ライフ・バランスのための意識改革 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

17 市民・事業所への 

広報啓発の推進 

 

ワーク・ライフ・バランスの普及に向けて、市民

に対する学習機会や情報の提供を行い周知・ 

啓発を行う。 

人権政策課 

 

事業所に対して、ワーク・ライフ・バランスの 

改善につながる支援制度等の情報提供を行う。 

商工政策課 

18 男性の家事・育児・ 

介護への参画促進 

固定的性別役割分担意識を是正し、男性の家

庭生活への参画を促進するため、啓発を行う。 

人権政策課 
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施策の内容 ②ワーク・ライフ・バランスのための支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

19 仕事と子育ての 

両立支援の充実 

 

働き方の多様化に伴う保育サービス、 

放課後児童クラブなどの子育て支援サービス

の充実を図るとともに、これらサービス等が円

滑に利用できるよう、子育て相談窓口（こども

プラザわくわく）や病児病後児保育事業の実施

についての周知を行う。 

こども未来課 

20 仕事と介護の 

両立支援の充実 

 

介護保険制度について、出前講座、各種研

修会、窓口等で市民に広く周知する。 

また、相談窓口として地域包括支援センタ

ー、あんしん相談センターの充実を図り、介護

に関する講座などを開催する。 

高齢者支援課 

21 柔軟で多様な 

働き方の支援 

結婚・出産・育児などのライフイベントや生活

環境の変化に合わせた多様な働き方（短時間

勤務、フレックスタイムやリモートワークなど）

の普及として、事業所に対して、ワーク・ライ

フ・バランスの改善につながる支援制度等の情

報提供を行う。 

商工政策課 
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基本目標２ 安全で安心して暮らせる社会づくり 

 

現状と課題 

男女共同参画社会の基本にあるのは、全ての人が互いの人権を尊重し、生涯を通じて

安全で安心して暮らせることです。本市は「人権教育推進に係る八代地域行動計画」に基

づき、人権文化の創造に向け、人権教育及び人権啓発に積極的に取り組んでいます。しか

し、性別による偏見や差別は意識の中だけでなく、慣習やしきたり、社会制度など私たち

のまわりに根強く残っています。性差別意識や固定的性別役割分担意識を主な起因とす

るドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、 マタニテ

ィー・ハラスメント（マタハラ）、ストーカー行為、性犯罪などの人権侵害が社会問題となっ

ており、これらの被害者の多くが女性となっています。 

令和４年度の市民意識調査において、ＤＶの被害体験について詳しく見ると、「平手で

うつ、突き飛ばす」については「何度もあった」「一・二度あった」と回答した人を合わせる

と、男性７．３％、女性１４．４％、「なぐる・ける」については、男性５．０％、女性８．０％、 

「大声でどなる」については男性２４．９％、女性３１．４％という状況でした。また、ＤＶ被害

者の相談状況については、「だれ（どこ）にも相談しなかった」は、女性６０．９％、男性   

６９．８％でした（ｐ．１７参照）。 

令和５年５月のＤＶ防止法の改正により、ＤＶ及びセクハラなどの暴力に対して、防止及

び根絶に向け加害者の厳罰化や被害者支援の拡充など具体的な取組が講じられていま

す。また、ＤＶは若い世代にも起きており、子どもたちをＤＶの被害者にも加害者にもさせ

ないよう、デートＤＶ防止のための教育を推進することも必要です。 

現代はストレスや生活習慣の乱れにより、男性も女性も心の病や生活習慣病など心身

に何らかの不調を訴える人が増えています。また、出産に伴う産後うつが大きな問題と

認識されるようになっています。さらに高齢化の進行により、認知症や寝たきりになる高

齢者が増加しています。これらの状況を解消するためには、ライフステージに応じた健康

づくりに取り組む必要があります。 

また、災害の発生時には、避難所において性被害・性暴力やＤＶが増加することが指摘

されており、避難所運営や防災計画の策定については、男女共同参画の視点に立った取

組が必要です。 

さらに、性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくし、多様性を認め、そして理

解を深めることが必要です。 

 

SDGs のゴール 
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【基本的施策】 

（１）女性に対するあらゆる暴力の予防及び根絶 

DV、セクハラ、マタハラ、ストーカー行為などの主に女性に対する暴力を予防し、根絶するために、 

あらゆる機会を通して、研修や広報・啓発活動を実施します。 

学校においては、子どもたちをＤＶの被害者にも加害者にもさせないよう、デートＤＶ防止のための

学習が進むよう支援を図ります。 

暴力を受けた被害者は相談することに抵抗を感じる場合が多く、問題が潜在化する傾向にあるた

め、相談制度や窓口の広報周知に努めるとともに、DV 防止法の改正内容について関係者認識を深め、

相談機能の充実を図り、関係機関と連携し、迅速な保護及び支援に取り組みます。 

 

施策の内容 ①ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）への対策の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

22 DV に関する 

正しい知識の 

普及啓発 

DV 防止法の一部を改正する法律について 

関係者認識を深めるとともに、市報やエフエム 

やつしろ等を用いて集中的な周知・啓発を行い、

ＤＶに関する知識の普及啓発や相談窓口等の 

周知を行う。 

こども未来課 

 

DV 防止法の一部を改正する法律について 

関係者認識を深めるとともに、配偶者に対する

暴力を許さない意識作りのため、ＤＶに関する 

情報提供を行う。 

人権政策課 

23 相談窓口の体制強化 ＤＶなどの人権侵害の相談に対応するため、

DV 防止法の一部を改正する法律の周知などの

知識の習得及び相談技術の向上を図ることによ

り、相談機能を充実させる。 

また、相談内容に応じてＤＶ被害者への対応を

迅速に行うことができるよう、県女性相談センタ

ー・警察など関係機関との連携を強化する。 

こども未来課 

 

人権相談を実施し、関係機関と連携しＤＶ被害

者への対応を迅速に行うとともに相談員のスキ

ルを向上させる。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②各種ハラスメント防止に向けた啓発の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

24 ハラスメントの防止に

向けた広報啓発の 

推進 

セクハラやマタハラなどの各種ハラスメントの

防止に関する支援制度等の情報提供を行う。 

商工政策課 

各種ハラスメントの防止に向け、事業所や地域

などへの教材の貸出や講師派遣を行う。 

人権政策課 
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施策の内容 ③若年層に対する予防啓発の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

25 デート DV 防止教育の

推進 

デート DV に関する教材の貸出や講師派遣を

行い、若年層、特に中高生に対して学習機会を

提供する。 

人権政策課 

 

デート DV に関する学習の機会の提供とし

て、各学校に対して、人権学習や性教育等が更に 

充実するよう関連する教材についての情報提供

などを行う。 

学校教育課 

26 性に関する有害環境

の改善 

青少年指導員による街頭巡回指導を実施する

ほか、青少年に良い影響を与えないと思われる

広告物や店舗、有害図書・アダルトビデオ等の 

有害環境の浄化活動を支援する。 

また、近年有害情報が多いインターネットへの

対策については、スマホ利用等の危険性を 

青少年室だより等を通じて啓発する。 

人権政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【デート DV 防止教育へのアドバイザー派遣】 
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【基本的施策】 

（２）生涯を通じた健康支援 

男女がいきいきと心豊かで充実した人生を送るためには、生涯を通して心身ともに健康であること

が望まれます。このためにも、男女がそれぞれの身体の特徴を理解し、互いに思いやりを持つことは重

要なことです。特に女性は、妊娠・出産や女性特有の疾患を経験する可能性があり、女性自身が主体的

に自己の健康管理ができるよう、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の浸透を図ります。 

また、性と妊娠・出産に関する正しい知識の習得や、自分を大切にする行動につなげるために、発達

段階に応じた適切な性教育の実施及び充実を図ります。 

全ての人が、自分の健康は自分で守るという自己管理意識を高めるため、健康教育、各種健診、健康

相談などを通して病気の予防及び早期発見を推進するとともに、健康的な食生活や運動の習慣を確立

し、ライフステージに応じたこころとからだの健康づくりを支援します。 

 

施策の内容 ①ライフステージに応じた健康の包括的支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

27 各種健診事業の充実

及び受診率の向上 

妊婦健診、がん検診、ヤング健診、特定健診、

高齢者健診、その他ライフステージに応じた健診

体制の充実を図り、健康づくりを推進する。 

特定検診では、４０歳に対して無料化を実施

し、特に、女性特有の乳がん検診、子宮頸がん 

検診については、無料検診の対象年齢の方へは

無料クーポンを発行し、受診率向上を行う。 

また、受診率向上対策として、特定健診未申込

者に個別受診勧奨を行い、キャラクター等を 

活用した受診勧奨を行う。 

健康推進課 

28 健康づくり意識の 

普及啓発 

健康づくり応援ポイント事業の参加者数の 

拡大を図る。そのために関係機関の対象事業と

連携し、健康づくりの意識啓発を行う。 

生涯にわたる健康づくりを通じて、こころの 

健康の保持増進を図る。 

健康推進課 

29 

 

適切な性教育・ 

学習機会の提供 

 

性に関する指導について、各学校の保健指導

計画に組み入れ、年間指導計画や発達段階に基

づき、心のつながりや命の尊厳を重視した適切

な性教育を実践していけるよう推進・支援する。 

学校教育課 

 

小中学校と連携し、児童・生徒及び保護者に 

対して性教育を実施していく。 

また、妊娠前の健やかな生活習慣や命を 

大切にするために、妊婦とその家族を対象に 

健康教室での情報を提供し、 

マタニティセルフプラン作成を推奨し、家族で 

出産・育児に取り組む意識の啓発に努める。 

健康推進課 
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施策の内容 ②妊娠・出産・育児に関する支援の充実 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

30 妊産婦に対する 

健康支援、相談体制の

充実 

安心して子どもを産み育てることができるよ

う、妊婦健診、健康教育及び訪問指導等を通して

伴走型の相談支援体制を充実させる。 

また、母子健康手帳交付時に個別面接を全て

の妊婦に実施し、必要な妊産婦に対しては支援

プランを作成し継続支援に繋がるよう努める。 

さらに、不妊治療費助成の実施に合わせて、

不妊治療への職場の理解が進むよう、周知・ 

啓発を行う。 

健康推進課 

31 子育ての包括的支援 両親、特に母親の育児不安を軽減するため、

訪問指導、乳幼児健診、育児相談、子育て支援サ

ービス等を充実させ、妊娠期から子育て期まで

切れ目のない支援を行う。 

また、産後ケア事業を拡充し、早期の利用につ

なげるよう周知・啓発を行う。 

健康推進課 

 

「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包

括支援センター」の機能を持つ、「子ども家庭 

センター」を設置し、支援が必要な子育て家庭に 

対して、妊娠期から子育て期まで切れ目のない

支援を一体的に行う。 

また、子育てに関する相談窓口や子育て支援

サービスについて、「子育て応援ハンドブック」等

による周知・広報を行う。 

こども未来課 
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【基本的施策】 

（３）安心して暮らせる環境整備 

高齢者、障がい者などが地域社会を支える重要な一員としての社会参画を促すため、地域で支え合

い、助け合うことができる地域共生社会づくりを進めます。 

また、ひとり親家庭など、経済的困難に直面する人が自立し、安定した生活を送るための経済的支

援・就労支援等を行います。 

さらに、高齢者・児童・障がい者への虐待や差別などの人権に関する悩みや不安に対応する相談窓口

を設置し、関係課かいで連携を図り、相談体制の充実を図ります。 

併せて、性的指向、性自認を理由として困難な状況におかれている人々についての理解を深めるた

めの啓発活動や情報提供を推進します。 

 

施策の内容 ①ひとり親家庭の支援の充実 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

32 ひとり親家庭に対する

経済的支援 

ひとり親家庭の生活の安定と自立促進、健康

保持を図るため、児童扶養手当、ひとり親家庭 

医療費助成、保育料無償化の事業を実施する 

など、状況に応じた経済的支援を行う。 

こども未来課 

３3 ひとり親家庭の 

自立・就労支援 

ひとり親家庭の就労を支援するため、自立支

援や職業訓練に係る給付金の支給を行うほか、

市民相談室に「母子・父子自立支援員」を配置し、

ひとり親家庭の自立に向けた就労相談等を実施

する。 

また、ひとり親家庭に対する自立支援・就労支

援に関する情報提供を積極的に実施する。 

こども未来課 

 

民生委員・児童委員による見守り活動を実施

し、経済的な理由などで孤立する人の把握に努

め、必要に応じて行政や関係機関につなぐなど、

身近な相談相手として自立した日常生活を営む

ための支援を行う。 

健康福祉政策課 
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施策の内容 ②性的指向、性自認に関する理解の促進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

34 性的指向、性自認に 

関する理解促進 

のための啓発 

性的指向、性自認などの多様な性に対する 

理解を深めるため、啓発を行う。 

人権政策課 

35 性的指向、性自認に 

関する理解を深める 

ための学習機会の 

提供 

性的指向、性自認などの多様な性に対する 

理解を深めるため、各学校における個性を認め

る学習機会の情報提供等を行う。 

学校教育課 

 

性的指向、性自認などの多様な性に対する 

理解を深めるために、教職員向けの研修会など

において、性の多様性等について考える時間を

設ける。 

教育サポート 

センター 

 

性的指向、性自認などの多様な性に対する 

理解を深めるための学習機会を提供する。 

人権政策課 

 

施策の内容 ③高齢者・障がい者の社会参画支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

36 高齢者・障がい者の 

社会参加の支援 

地域社会で高齢者がいきいきと生活できるよ

う、就業機会の確保や活動促進の支援を実施す

る。 

また、やつしろ元気体操教室やいきいきサロ

ン事業などを実施し、市内全域で健康支援や交

流の場を提供する。 

高齢者支援課 

地域社会で障がい者がいきいきと生活できる

よう、就労支援セミナーの開催や就労支援の 

理解促進活動を実施するほか、支援学校と連携

した情報提供を行う。 

障がい者支援課 

37 ユニバーサルデザイン

化、バリアフリー化の

推進 

やつしろバリアフリーマップで市内のバリアフ

リー施設の情報の提供などをすることにより、 

高齢者や障がい者の安全・安心な生活環境の 

確保や社会的自立及び社会参加を推進する。 

障がい者支援課 
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施策の内容 ④各種相談窓口の充実 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

38 人権に関する 

相談体制の充実 

差別や虐待などの人権に関する悩みを持った

人を支援するため、人権相談員のスキル向上に

より相談体制を充実させる。 

また、市民相談室の相談員及び関係機関との

連携体制を強化する。 

人権政策課 

 

高齢者虐待に対して迅速に対応できるよう、

相談窓口である高齢者支援課、地域包括支援 

センター、あんしん相談センター間での連携を 

強化する。 

高齢者支援課 

障がい者虐待防止センターにおいて、適切な

支援や発生時の迅速対応を行い、必要に応じて

関係機関と連携し、相談体制を充実させる。 

障がい者支援課 

児童虐待やＤＶ被害に関する相談に対応する

とともに、必要に応じて、要保護児童対策地域協

議会の対象とするなど、関係機関と連携し、迅速

かつ適切な支援に努める。 

また、市民相談室の相談員及び関係機関との

連携体制を強化する。 

こども未来課 

 

 

 

 

 

 

  



第４章 計画の内容 

 
51 

【基本的施策】 

（４）男女共同参画の視点からの防災・復興 

近年、豪雨や震災などの自然災害が多発しています。災害時の初動においては、「『自助』の防災意

識・知識の向上」・「地域でお互いに助け合う『共助』の推進」などで人的被害を最小限に抑えられること

から、地域における住民の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図り、  

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する必要があります。そのため災害対応における 

女性が果たす役割は大きいことを認識し、女性の意思決定の場への参画や、リーダーとしての活躍を 

推進することが重要であり、男女ともに多様な年齢層が災害発生時から復興段階に至るまで、災害の

各段階において共に救助・避難し、避難所などで安心して共同生活ができることを目指し取組を進めま

す。 

 

施策の内容 ①防災・復興における男女共同参画の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

39 男女双方の視点から

の地域防災・復興体制

の充実 

全ての人が安全・安心して避難できるように

町内会・自主防災組織などによる避難所運営 

体制の構築、避難所運営に関する学習機会の 

提供を行う。 

また、地域における男女共同参画の視点に 

立った避難所運営のための支援を行う。 

危機管理課 

 

男女共同参画の視点に立った地域防災・復興

体制の充実のため、学習機会や情報の提供を 

行う。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②防災・復興における女性の参画拡大 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

40 女性の地域防災・復興

への参画促進 

女性消防団員や女性防災士などの活動報告・

情報提供を行うほか、防災会議委員の女性の 

積極的な登用を促し、地域防災活動への女性参

画を促進する。 

危機管理課 

 

防災・復興の現場における女性の参画拡大の

ため、学習機会や情報の提供を行う。 

人権政策課 
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基本目標３ 男女共同参画社会実現に向けた意識づくり 

 

現状と課題 

男女共同参画の理念は徐々に浸透しており、「男は仕事、女は家庭」という性別で役割

を固定する意識、いわゆる固定的性別役割分担意識も解消に向かっています。しかし、 

市民意識調査の結果では、男女の地位の平等感については、過去２回の調査と比較して

『男性が優遇されている』と回答した人の割合が増加し続けており、男女の不平等感は強

くなっています。これは、広報・啓発や学習等の機会に触れることにより自身が持つ無意

識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を自覚し、社会に存在する不平等に気づく人が

増えた結果ととらえることもできます。そのため、今後も男女共同参画の視点に立った意

識改革のための取組を進める必要があります。 

固定的性別役割分担意識や不平等感は、個人の可能性や生き方の選択を制限し、自分

らしくいきいきと生活することを妨げる原因となります。そのため、全ての人がジェンダ

ーの視点に基づき、固定的性別役割分担意識や不平等感を解消することが大切です。ま

た、性別にかかわりなく、お互いを認め合い、多様な選択ができるよう、家庭、学校、職

場、地域などにおいて男女共同参画に関する教育・学習を進めることが極めて重要です。

なかでも生涯を通して個人の人権を尊重し個性を認め合う男女平等を推進する教育や、

それぞれの個性と可能性に適した進路の選択ができるキャリア教育が必要です。 

さらに、男女共同参画理念の浸透が不十分な分野に対しては、市民に対する男女共同

参画の意識づくりのための広報・啓発活動を、より一層推進する必要があります。 

 

SDGs のゴール 
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【基本的施策】 

（１）意識改革のための広報・啓発の推進 

市民が男女共同参画の意義や必要性について正しく理解できるよう、男女共同参画の意識づくりの

ための教育、学習を積極的に推進します。男女共同参画社会の形成を阻害している慣習などは、固定的

性別役割分担意識により形成されていることから、ジェンダーの視点に基づいて、男女共用の制服の導

入や動画による啓発など、あらゆる機会や多様な媒体を通じた広報・啓発活動を積極的に展開し、固定

的性別役割分担意識の解消に向けて市民の意識改革を図ります。 

 

施策の内容 ①男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

41 男女共同参画に関す

る広報・啓発の推進 

市民の男女共同参画への関心と理解を深める

ために、広報紙、ホームページ、イベントなどによ

る広報・啓発活動を行う。 

また、理解促進のため動画による啓発も併せ

て行う。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②固定的性別役割分担意識の解消に向けた意識改革 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

42 固定的性別役割分担

意識の解消のための

意識啓発 

固定的性別役割分担意識のため、 家庭・学

校・職場・地域などへの学習機会の提供を行う。 

人権政策課 

 

固定的性別役割分担意識解消のため、講座等

の主催事業において、男女混合名簿の導入を引

き続き推進する。 

また、講座内容の見直し等を行い、学習機会

を男女問わず提供する。 

生涯学習課 

 

各学校に対し、固定的性別役割分担意識解消

に向けた資料等を用いた情報提供を行う。 

また、令和５年度から数校で男女共用の制服

の導入を行っており、今後全校的に、学校におけ

る標準服・制服の男女別設定ではなく、選択制の

導入について検討する。 

学校教育課 
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【基本的施策】 

（２）男女共同参画の教育・学習の推進 

学校などの教育の場においては、個性を認め、男女が互いに思いやることができるよう発達段階に

応じた男女平等を推進する教育を実践します。また、子どもの生きる力や、進路を主体的に選択し決定

できる力を伸ばすとともに、固定的性別役割分担意識にとらわれない進路指導が行われるようキャリ

ア教育を推進します。 

このほか、家庭・学校や事業所・地域の市民や団体などと連携をとりながら、男女共同参画の意識づ

くりのための教育、学習を支援します。 

 

施策の内容 ①家庭・地域・職場における男女共同参画の学習機会の提供 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

43 事業所などが主催 

する講座、研修会など

の男女共同参画推進

活動の支援 

事業所・学校・団体などに対し、法改正やニー

ズに合った学習機会の提供を行う。 

人権政策課 

 

家庭教育学級等において、社会教育指導員の

派遣や生涯学習指導者名簿から講師を紹介する

とともに家庭教育学級の開催等、啓発活動を支

援する。 

生涯学習課 

 

44 男女共同参画に 

関する資料・情報 

などの収集と活用 

市民・団体に対し男女共同参画・男女平等など

の推進のため、情報収集や提供、学習教材の貸

出を行う。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②男女共同参画の視点に立った教育の充実 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

45 多様な選択を 

可能にする 

教育・学習の推進 

基本的人権の尊重や男女共同参画の意義な

どに関する授業に積極的に取り組むために、各

学校へ関連教材の情報提供等を行い、基本的人

権の尊重・人権同和学習・キャリア教育等の学習

を計画的に取り組めるよう支援する。 

学校教育課 

 

固定的性別役割分担意識にとらわれないキャ

リア教育・進路指導を実践するために、特別活動

研究部会を中心に学校・園に対して啓発を行う。 

教育サポート 

センター 

46 教職員・保育士に 

対する意識啓発 

各学校・園において、校内研修、人権レポート

研修会、人権同和学習の実践等の機会をとおし

て意識の啓発を行う。 

学校教育課 

 

八代地区人権同和教育・人権啓発研修会など

において、保育士などに対し、男女共同参画・男

女平等の視点に立った学習機会を提供し、意識

の啓発を行う。 

こども未来課 
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【基本的施策】 

（３）国際的視点に立った男女共同参画の意識づくり 

男女共同参画社会の実現に向けた取組には、国際的な動向を踏まえることも重要です。国際的な流

れや動きなどに関する情報や学習機会を提供し、男女共同参画の理念の浸透を図ります。また、男女共

同参画の視点に立った国際交流などによる多文化理解を深める機会の提供や、在住外国人に対する相

談支援や情報発信、外国にルーツを持つ子どもに対する教育体制の構築など、状況に応じた支援体制

を構築します。 

 

施策の内容 ①情報収集及び提供 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

47 国際的な情報の提供 男女共同参画に関する国連の動きや先進国の

状況などを収集し、人権啓発センターやホームペ

ージなどで情報を提供する。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②多文化共生の推進 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

48 多文化理解と交流の

推進 

外国人市民との交流やさまざまな文化を体験

する機会を提供し、多文化への理解と認識を深

めることを推進する。 

また、国や県、国際交流団体などが実施する

交流に対し協力・支援を行う。 

国際課 

 

各学校に ALT（外国語指導助手）を配置し、 

子どもたちが英語に慣れ親しむとともに、   

多文化理解を深めるための活動を行う。 

学校教育課 

49 外国にルーツを持つ 

子どもに対する 

支援体制の充実 

日本語の理解が十分でない、外国にルーツを

持つ子どもが他の子と同様に理解し、授業が 

受けられるようにするために、必要に応じて 

日本語指導員の配置を行う。 

学校教育課 

 

文化や習慣の違いから生じる悩みなどの相談

窓口として「やつしろ子ども支援相談室」の周知

を図り、相談につながりやすくする。 

教育サポート 

センター 

50 在住外国人が安心して

暮らせる環境づくり 

在住外国人の不安や悩みを解消するため、暮

らしに関する情報をやさしい日本語や多言語で

提供するとともに各種相談に適切に対応する。 

国際課 

 

人権啓発センターだよりを用いて外国人への

理解を深めるなど、様々なメディアを用いて  

情報発信を行う。 

人権政策課 
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基本目標４ 推進体制づくり 

 

現状と課題 

本市は平成 21 年に男女共同参画都市を宣言し、市民とともに男女共同参画社会の 

実現を目指して取り組んできました。令和４年度に実施した市民意識調査の結果では、 

固定的性別役割分担意識が解消されつつあります。今後は将来像「すべての男女
ひ と

が認め

合い、支え合い、輝く しあわせあふれる持続可能なまち“やつしろ”」の実現に向けて、こ

の男女共同参画計画の下、さらなる取組を進めていきます。 

この計画を着実に推進していくためには、市職員の意識の高揚や組織の充実など庁内

推進体制の強化が必要です。そして市職員が男女共同参画の意義や必要性などを理解

し、男女共同参画の視点に立ってそれぞれの事業を展開していくことが重要です。 

男女共同参画社会を実現するための施策は、家庭、地域、学校、民間企業など様々な場

に関わるとともに、福祉、保健、教育、雇用、防災、まちづくりなど多くの分野に及びます。 

そのため、市民、地域社会、民間企業などと行政とが男女共同参画の理念を共有し、 

協働の関係でこの計画を着実に推進しなければなりません。そこで、協働による男女共同

参画を進めるためには、男女共同参画を推進する市民団体や民間企業などの活動を支援

するとともに、学習、交流、情報発信、相談機能などを持った、市民の活動拠点を整備す

ることが必要となります。 

さらに、この計画がわかりやすく、実効性のあるものになるために、可能な限り数値目

標を設定するとともに、定期的に評価を行うなど的確な進捗の管理が重要です。 

 

SDGs のゴール 
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【基本的施策】 

（１）推進体制の充実・強化 

広範多岐にわたる男女共同参画の施策を、全庁的かつ横断的に取り組むため、職員一人一人が、  

男女共同参画について正しく理解し、男女共同参画の視点に立って施策を展開できるよう環境整備を

進めます。 

また、八代市男女共同参画行政推進委員会や八代市男女共同参画審議会において、男女共同参画 

社会づくりを進めるため、施策の実施状況や進捗状況などを定期的に検証するとともに、見える化を 

行い、各種施策を総合的かつ効果的に推進します。 

計画の推進体制の強化と併せて、市における管理職への女性の登用や男性の育児休業などの取得 

促進など、さらなる職員に対する意識啓発に取り組むことで、男女共同参画推進の模範となる職場を

めざします。 

 

施策の内容 ①市役所内の推進体制の強化 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

51 庁内推進体制の 

連携・強化 

八代市男女共同参画審議会と連携を図り、 

八代市男女共同参画行政推進委員会の主導の

もと、全庁的な連携を図りながら計画を推進す

る。 

また、審議会などにおいて女性の意見を反映

し、市が企画立案する施策などの実施に当たっ

ては、男女共同参画の視点に十分配慮する。 

人権政策課 

52 

 

職場における 

ポジティブ・アクション

の推進 

女性の能力活用を図るため、女性職員の職種

や職域の拡大、管理職員への登用推進、研修機

会の拡大などの取組を推進するとともに、毎年

度、登用状況調査を行い公表する。 

人事課 

 

女性職員がリーダーシップを発揮できる機会

を増やし、女性職員の学校経営参画意識を高め

ていくため、管理職候補者の人材育成の重要性

を伝えるとともに、職員の意識啓発のための指

導助言を行う。 

学校教育課 

 

毎年度、女性の登用状況調査を行い、進捗状

況について確認・公表する。 

人権政策課 
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No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

53 

 

男女共同参画の視点

に立った行政刊行物 

などにおける表現の 

配慮 

 

全ての職員が男女共同参画社会を正しく理解

し、常に男女共同参画の視点に立った表現の配

慮ができるよう、意識改革を目的とした研修受

講機会の充実を図る。 

また、男女共同参画社会の理念や男女共同参

画の意義などについて職員に周知を行う。 

人権政策課 

（全部署） 

 

54 市の施策に対する 

苦情への対応 

市が実施する男女共同参画に関する施策又は

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められ

る施策に対する苦情に関して、男女共同参画専

門委員を配置して対応する。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②市職員の意識改革 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

55 職場における 

ハラスメントの予防 

ハラスメントのない職場づくりのために、職場

におけるハラスメントの防止等に関する要項に

基づき、職員への意識啓発を行う。 

人事課 

56 職場におけるワーク・

ライフ・バランスの 

推進 

 

男性職員の育児・介護休暇などの取得促進を

図るとともに、全職員のワーク・ライフ・バランス

を推進することで、「仕事と生活の調和」、「男女

共同参画社会づくり」を意識した職場形成を図

る。 

人事課 

 

施策の内容 ③計画の適正な推進のための進行管理 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

57 男女共同参画計画の

進行管理 

男女共同参画計画を計画的かつ効果的に推進

するため、庁内の推進組織である八代市男女共

同参画行政推進委員会や八代市男女共同参画

審議会を開催し、実施状況を定期的に検証する。 

人権政策課 

 

施策の内容 ④国・県・他自治体との連携強化 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

58 国・県・他市町村との

連携及び情報交換 

国の男女共同参画基本計画及び県の男女共

同参画計画との整合を図るとともに、国・県・他

市町村と情報交換を行い、連携しながら市の男

女共同参画の推進に取り組む。 

人権政策課 
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【基本的施策】 

（２）市民・各種団体などとの協働による推進 

この計画は多くの分野に関連しているため、市民・市民団体・地域・民間企業・関係機関などとの連

携・協力を図り、男女共同参画社会づくりを推進していくことが重要です。市民団体や事業所などの活

動体で構成される「八代市男女共同参画社会づくりネットワーク（以下「八代みらいネット」という。）」な

どと協働し、本市の男女共同参画社会の実現に向けた取組の展開を図ります。 

また、男女共同参画関連の活動を行う市民団体などの育成支援を行うとともに、八代みらいネットの

会員拡大に努めます。 

 さらに、男女共同参画に関する情報発信も含めた、啓発活動の拠点として人権啓発センターの機能の

充実を図ります。 

 

施策の内容 ①市民活動団体の育成及び支援 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

59 男女共同参画推進に

関する取組への 

活動支援 

男女共同参画を推進する活動を行っている市

民、団体及びその集まりである八代みらいネット

の活動を支援するとともに、活動が更に充実す

るよう、会員の拡大を働きかける。 

人権政策課 

 

施策の内容 ②男女共同参画の拠点づくり 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

60 拠点施設の機能充実 男女共同参画に関する情報発信や啓発、相談

などの機能を備えた活動拠点として、人権啓発

センターの機能を充実させる。 

人権政策課 
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施策の内容 ③団体などとの連携 

No. 具体的施策 取組内容 担当部署 

61 団体・事業所・関係機

関との連携強化 

市老人クラブ連合会と連携し、シルバーヘル

パー講習会への講師派遣をはじめとした各種

支援を継続して実施する。 

高齢者支援課 

各種団体の連携により、まなびフェスタやつ

しろを開催し、各種団体の発表の場及び世代

間・地域間交流の機会を提供する。  

生涯学習課 

民生委員・児童委員協議会会長会において、

委員間における情報交換や情報の共有を行

い、各民生委員・児童委員協議会間や各校区内

における連携を強化する。 

健康福祉政策課 

事業所等と連携を図り、関連する取組につ

いて情報提供を行う。 

商工政策課 

各種講座において、夫婦同伴での参加など

女性の参加を促進し、連携強化のための情報

提供などを行う。 

農林水産政策課 

八代みらいネットと連携し、イベントの開催

や情報誌の発行を行う。 

また、定例会において男女共同参画の情報

提供を行う。 

人権政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※担当部署名は令和６年４月１日現在の組織機構による 
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第５章 成果目標  

施策の方向 項目 
計画策定時 

実績 

R１３年度 

目標 

基本目標１ あらゆる分野へ女性の参画が広がる社会づくり 

（１）あらゆる分野に

おける意思決定過

程への女性の参画 

市の審議会・委員会への女性登用率 
29.4% 

（R4） 
40.0%  

女性の人権擁護委員の数 
47.6％

（R5.4.1） 
50.0% 

【参考】 

市議会における女性議員の割合（人数） 
0.0％ 

（0 人/27 人） 
 

（２）働く場における

男女共同参画の 

推進 

熊本県男女共同参画推進事業所表彰を受けた

事業所数（累計数） 

7 事業所

（R5.4.1） 
10 事業所 

市内事業所における正社員の女性管理職の 

割合 

21.7% 

（R4） 
30.0% 

10 代～20 代女性の人口に対する 

転出超過数の割合 

0.32％ 

（R5.５.1） 
0.3% 

（３）農林水産業・ 

商工業などの自営

業における男女共

同参画の推進 

家族経営協定を締結している農家数 
495 戸 

（R５．３．３１） 
500 戸 

女性認定農業者数 

（女性の単独申請及び夫婦共同申請者の計） 

173 人 

（R５．３．３１） 
180 人 

農業委員に占める女性の割合 
15.8％ 

（R５．３．３１） 
25.0% 

【参考】 

女性の JA 理事の割合（人数） 

10.7% 
(3 人/28 人) 

(R5.3.31) 
 

（4）地域社会におけ

る男女共同参画の

推進 

女性市政協力員の割合（人数） 
２．１％ 

(7 人/330 人) 

（R5.3.31） 
4.0% 

スポーツ推進委員の女性の割合（人数） 
30％ 

(18 人/61 人) 

（R5.3.31） 
32.0% 

（５）ワーク・ライフ・

バランス（仕事と生

活の調和）の推進 

ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知度 

（内容まで知っている人の割合） 

31.8％ 

（R4） 
50.0% 

市内事業所における男性の育児休業取得割合 
25.5% 

（R4） 
30.0% 

【参考】 

勤務時間外在校時間数が 80 時間以上の 

教職員の割合（４～６月の月平均） 

3.5% 

（R4.4～6) 
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施策の方向 項目 
計画策定時 

実績 

R１３年度 

目標 

基本目標２ 安全で安心して暮らせる社会づくり 

（１）女性に対する 

あらゆる暴力の 

予防及び根絶 

デート DV の言葉の認知度 

（内容まで知っている人の割合） 

41.7% 

（R4 調査） 
45.0% 

【参考】 

市の相談窓口における DV 相談実人数 

14 人 

（R5.4.1) 
 

（２）生涯を通じた 

健康支援 

子宮頸がん検診受診率 
10.0％ 

（R4） 
１４．５％ 

乳がん検診受診率 
１４．９％ 

（R4） 
１７．０％ 

自殺死亡率 

（人口 10 万人当たりの自殺者数） 

１２．３ 

（R3） 
１２．０ 

（３）男女共同参画

の視点からの 

防災・復興 

女性消防団員数 
35 人

（R5.3.31） 
50 人 

【参考】 

自主防災組織の会長に占める女性の割合 

2.7% 
（6 人／221 人） 

(R5.3.31) 
 

基本目標３ 男女共同参画社会実現に向けた意識づくり 

（１） 意識改革の 

ための広報・啓発

の推進 

「社会全体における男女の地位の平等感」にお

ける「平等」と答えた人の割合 

13.8％ 

（R４） 
33.0% 

「男は仕事、女は家庭」など性別で役割を固定

する考え方に賛成しない人の割合 

79.5％ 

（R4） 
85.0% 

基本目標４ 推進体制づくり 

（１）推進体制の 

充実・強化 

市の役付職員（課長級以上）に占める女性職員

の割合 

12.5％

（R5.4.1） 
20.0% 

市の役付職員（係長級以上）に占める女性職員

の割合 

25.8％

（R5.4.1） 
35.0% 

市の男性職員の育児休業取得率 

（2 週間以上） 

14.3％

（R5.4.1） 
85.0% 

時間外勤務の縮減（職員１人あたりの年間平均

超過勤務時間） 

138.7 時間

（R4） 
１０３.0 時間 

年次有給休暇取得率 
54.5％ 
（10.9 日） 

（R4） 

75.0% 
（15 日） 

（２）市民・各種団

体などとの協働に 

よる推進 

八代みらいネットの加入団体数 
29 団体

（R5.4.1） 
36 団体 
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第６章 市民などの取組 

将来像「すべての男女
ひ と

が認め合い、支え合い、輝く しあわせあふれる持続可能なまち 

“やつしろ”」を実現するために、「市民」「事業所」「市民団体」「行政」の取組が必要です。それぞれの 

立場から男女共同参画を推進していきましょう。 

 

基本目標 取組内容 

１ 

あらゆる分野へ 

女性の参画が 

広がる社会づくり 

・委員を公募している市の審議会などに女性も積極的に応募しましょう。 

・性別によらず、意欲のある女性が活躍できる職場環境、地域環境を 

つくりましょう。 

・家事、育児、介護について家族で話し合い、分担し、協力しましょう。 

・ワーク・ライフ・バランスを実現するため、働く男女の家庭生活などに 

配慮した就業環境を整備しましょう。 

・女性の職域拡大のため、募集、採用、昇進、給与などに性別を理由とした

格差をなくしましょう。 

・自営業においては、女性も経営に参画し、家族みんなが働きやすい環境を

つくりましょう。 

2 

 

安全で安心して 

暮らせる 

社会づくり 

・どんな行為や言動が DV やデート DV であるのかについて知識を深め 

ましょう。 

・お互いの身体的特徴を理解し、認め合い、思いやりをもちましょう。 

・地域社会において、さまざまな困難を抱えている人への理解を深め 

ましょう。 

・町内会、自主防災組織などの地域活動へ積極的に参加し、地域の人と 

つながりをもちましょう。 

・メンタルヘルスなど従業員の心身の健康づくりを推進しましょう。 

・各種ハラスメント等が行われない職場環境づくりに努めましょう。 

3 

男女共同参画 

社会実現に向けた 

意識づくり 

・人権について関心を持ち、身近な慣習やしきたりなどの中に残る固定的性

別役割分担意識について考えましょう。 

・性別にとらわれず、個人の個性と能力を尊重してお互いに接しましょう。 

・男女共同参画に関する学習の場に積極的に参加し、理解を深めましょう。 

・外国人との文化や生活習慣、価値観の違いを理解しましょう。 

・男女共同参画に関する研修などを行い、男女共同参画の考え方の必要性

を従業員に周知しましょう。 

4 推進体制づくり 

・行政などが発信する情報を、男女共同参画の視点でチェックしてみましょ

う。 

・市が実施する男女共同参画に関する事業などに積極的に協力しましょう。 
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資料編 

1.八代市男女共同参画計画（令和１年～令和５年度）の成果目標の達成状況 

 

基本目標１ 男女共同参画社会実現に向けた意識づくり 

成果目標 
第２次計画

策定時 

（H29） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

第２次計画

目標 

R5 年度 

担当部署 

１．男女の地位の平等感について

平等と思う人の割合 
21.1％    13.8％ ３３.0％ 人権政策課 

２．「男は仕事、女は家庭」などと

性別で役割を固定する考え方に

ついて賛成しない人の割合 

71.2％    ７９．５％ ７５.0％ 人権政策課 
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基本目標２ あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり 

成果目標 
第２次計画

策定時 

（H29） 
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

第２次計画

目標 

R5 年度 
担当部署 

１．審議会・委員会への女性の

登用率 
30.9% 31.0% 31.4% 29.7% 29.４% 40.0% 人権政策課 

２．女性の人権擁護委員の 

割合（人数） 
38.1% 

（8 人/21 人） 

52.4% 
(11 人/21 人） 

42.9% 
(9 人/21 人) 

42.9% 
(9 人/21 人) 

47.6% 
(10 人/21 人) 

50.0% 
（過半数） 

人権政策課 

３．【参考】市議会における 

女性議員の割合（人数） 
3.5% 

(1 人/28 人) 

3.5% 
(1 人/28 人) 

3.5% 
(1 人/28 人) 

3.5% 
(1 人/28 人) 

0.0% 
(0 人/27 人) 

 議会事務局 

４．熊本県男女共同参画推進

事業者表彰を受けた事業所

数（累計数） 

４ ６ ６ ６ ７ ６ 人権政策課 

５．市内事業所における正社

員の女性管理職の割合 
24.7%    21.7% 30.0％ 人権政策課 

6.家族経営協定を締結してい

る農家数 
419 戸 446 戸 456 戸 476 戸 495 戸 450 戸 

農林水産 

政策課 

7.女性の認定農業者数（女性

の単独申請及び夫婦共同申請

者の合計） 

162 人 165 人 162 人 164 人 173 人 180 人 
農林水産 

政策課 

8.女性農業委員の割合（人数） 5.4% 
(2 人/37 人) 

11.0% 
（2 人/18 人） 

11.0% 
（2 人/18 人） 

15.8% 
（3 人/19 人） 

15.8% 
(3 人/19 人) 

21.0% 
（4 人/19 人） 

農業委員会 

9.【参考】女性のＪA 理事の 

割合（人数） 
７.1% 

(2 人/28 人) 
７.1% 

(2 人/２８人) 
１０.7% 

(３人/28 人) 
１０.7% 

(３人/28 人) 
１０.7% 

(３人/28 人) 
― 

農林水産 

政策課 

１０．女性市政協力員の割合

（人数） 

1.2% 
(4 人 

/331 人) 

1.8% 
(6 人 

/330 人) 

1.8% 
(6 人 

/330 人) 

2.1% 
(7 人 

/330 人) 

2.1% 
(7 人 

/330 人) 

4.0% 
（13 人 

/331 人） 

市民活動 

政策課 

１１．地域協議会女性役員の 

割合（人数） 

19.0% 
(80 人 

/423 人) 

19.6% 
（81 人 

/413 人） 

19.6% 
（82 人 

/419 人） 

18.7 % 
（77 人 

/412 人） 

18.6% 
（77 人 

/414 人） 

25.0% 
（106 人 

/423 人） 

市民活動 

政策課 

１２．スポーツ推進委員の女性

の割合（人数） 

28.8% 
(19 人 

/66 人) 

34.0% 
(22 人 

/64 人) 

34.0% 
(22 人 

/64 人) 

32.0% 
(21 人 

/66 人 

30.0% 
(18 人 

/61 人) 

32.0% 
(21 人 

/66 人) 

スポーツ 

振興課 

１３．ワーク・ライフ・バランス

の言葉の認知度（内容まで

知っている人の割合） 

24.3%    31.8% 35.0% 人権政策課 

１４．市内事業所における 

男性の育児休業取得割合 
7.6%    25.5% 10.0% 人権政策課 

15.【参考】保育所等の利用 

児童数 
4,437 人 4,268 人 4,141 人 3,922 人 3,960 人  

こども未来

課 

16.【参考】放課後児童クラブ

の利用児童数 
1,363 人 1,417 人 1,417 人 1,284 人 1,384 人  

こども未来

課 

17.【参考】勤務時間外在校時間

数が月 80 時間以上の教職員

の割合(4～6 月の月平均) 
11.3% 10.0% 2.5% 2.4% 3.5%  学校教育課 
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基本目標３  安全で安心して暮らせる社会づくり 

成果目標 
第２次計画

策定時 

（H29） 
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

第２次計画

目標 

R5 年度 
担当部署 

１．デート DV の言葉の認知度
（内容まで知っている人の割合） 

39.8%    41.7% 45.0% 人権政策課 

２．【参考】市の相談窓口にお
ける DV 相談実人数 

47 人 41 人 26 人 21 人 14 人  
こども未来

課 

３．乳がん検診受診率 10.3% 10.6% 8.8% 9.1% 14.9% 50.0% 健康推進課 

４．子宮頸がん検診受診率 9.5% 7.8% 6.4% 6.6% 10.0% 50.0% 健康推進課 

５．女性消防団員の数 ３１人 ３３人 ３５人 ３６人 ３５人 50 人 危機管理課 

６．【参考】自主防災組織の会
長に占める女性の割合（人数） 

2.8% 2.2% 
6.3% 
（14 人/ 

222 人） 

6.3% 
（14 人/ 

221 人） 

2.7% 
（6 人/ 

221 人） 
 危機管理課 
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基本目標４  推進体制づくり 

成果目標 
第２次計画

策定時 

（H29） 
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

第２次計画

目標 

R5 年度 
担当部署 

１．市の管理職員（課長級以
上）に占める女性職員の割合 

9.3% 9.6% 9.8% 13.4% 12.5% 15.0% 人事課 

２．市の役付職員（係長級以
上）に占める女性職員の割合 

19.5% 21.4% 21.7% 22.6% 25.8% 27.0% 人事課 

３．市の男性職員の育児休業
取得割合（人数） 

5.3% 
（1 人/19 人） 

14.3% 
（2 人/14 人） 

0.0% 
（0 人/21 人） 

30.8% 
（4 人/13 人） 

1１.８％ 
（2 人/17 人） 

10.0% 人事課 

４．時間外勤務の縮減 
(職員１人あたりの年間平均 
超過勤務時間) 

96.9 
時間 

14０.0 
時間 

112.7 
時間 

120.6 
時間 

138.7 
時間 

87.2 
時間 

人事課 

５．有給休暇消化率（日数） 
24.4% 
（9.6 日） 

29.4% 
（11.4 日） 

28.5% 
（11.1 日） 

28.9% 
（11.3 日） 

28.2% 
（10.9 日） 

30.0% 
(12.0 日) 

人事課 

６．八代市男女共同参画社会
づくりネットワーク（八代みら
いネット）の加入団体数 

24 団体 27 団体 28 団体 30 団体 29 団体 36 団体 人権政策課 
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2．八代市男女共同参画都市宣言 

 

八代市男女共同参画都市宣言 

 

わたしたちは、自然豊かな山、川、海、そして実り多き平野に恵まれたふるさとで、 

性別にかかわりなく自分らしくいきいきと暮らせる、だれもが住みたい、住み続けたい

まち“やつしろ”を希望と誇りを持って、次世代につないでいきます。 

 

 

そのために、男女
ひ と

がともに認め合い、支え合う元気都市“やつしろ”を実現します。 

 

一  わたしたちは、家庭・地域・学校・職場における男女共同参画に関する 

教育、学習を進めて、男女共同参画意識の高いまちをめざします。 

 

一  わたしたちは、男女の人権を尊重し、性別による差別的扱いや暴力を 

なくすとともに、健康でいきいきと安心して暮らせるまちをめざします。 

 

一  わたしたちは、男女がともに個性と能力を発揮でき、自分らしく多様な 

生き方が選択できるまちをめざします。 

 

一  わたしたちは、男女が対等なパートナーとして、あらゆる分野へ参画し、 

喜びも責任も分かち合うことができるまちをめざします。 

 

一  わたしたちは、男女共同参画社会の実現に向けて、市民・地域・事業所・ 

行政が一体となって協働するまちをめざします。 

 

ここに、八代市を「男女共同参画都市」とすることを宣言します。 

 

平成２１年６月１９日 
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３．八代市男女共同参画推進条例・施行規則 

○八代市男女共同参画推進条例 

平成17年8月1日条例第8号 

目次 

第1章 総則(第1条―第9条) 

第2章 男女共同参画の推進に関する施策(第10条

―第13条) 

第3章 八代市男女共同参画審議会(第14条・第15

条) 

附則 

日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等を謳っ

ている。にもかかわらず、性別による固定的な役割

分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強

く、真の男女平等の達成には多くの課題が残されて

いる。 

八代市は、伝統的な保守性と進取の精神が対峙

し、又は包容しながら誇るべき歴史と文化を培って

きた。 

しかしながら一部ではあるが、閉鎖的、排他的な

気風と慣習が残り、男性を中心とする意識や、「男

は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意

識が今なお存在している。また、市民生活のさまざ

まな場面において、女性は控えめであることが求め

られ、女性自身もまたこれを容認する傾向が残って

いる。 

このような状況を踏まえ、すべての「ひと」男女

が、社会的、文化的に形成された性別の概念にとら

われず、自分らしく個性と能力を十分に発揮し、喜

びも責任も分かち合い、幸せな生活が送れるまちの

実現をめざして、ここにこの条例を制定する。 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する

基本理念を定め、実現すべき姿の達成に向けて、

市、市民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、市の男女共同参画の推進に関する施策の基本

的事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に実

施することにより、男女共同参画社会を実現する

ことを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員

として自らの意思により社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保されるととも

に男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を受けることができ、かつ、共に責任

を担うことをいう。 

(2) 事業者 市内において事業を行う個人、法人

その他団体をいう。 

(3) ジェンダー 男女の役割を固定的に捉える社

会的、文化的に培われ形成されてきた性別をい

う。 

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快

にさせる性的な言動により相手方の生活環境を

害する行為又は当該言動に対する相手方の対応

によって不利益を与える行為をいう。 

(5) 積極的格差是正措置 第1号に規定する機会

についての男女間の格差を是正するため、必要

な範囲において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画の推進についての基本理念(以

下「基本理念」という。)は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別

による差別的取扱いを受けることなく、個人と

して能力を発揮する機会が確保され、男女の人

権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会

における制度や慣行が、男女の社会における活

動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう

配慮されること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市にお

ける政策又は方針の立案及び決定に共同して参

画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が共に、家事、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動

及び家庭生活以外の活動を円滑に行うことがで

きるよう配慮されること。 

(実現すべき姿) 

第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画の推

進に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げ

る実現すべき姿の達成に努めるものとする。 

(1) 家庭において実現すべき姿 

ア 家族それぞれが多様な生き方を選択でき、

それをみんなが認め合う充実した家庭生活が

営まれること。 

イ 「男らしさ」「女らしさ」という観念にと

らわれず、「その人らしさ」を尊重しあう家

庭になること。 

(2) 職場において実現すべき姿 

ア 育児休業や介護休業を男女とも取得できる

環境が整い、仕事と家庭がゆとりをもって両

立できるようになること。 

イ 採用、配置、賃金、昇進等の男女格差が解

消されることにより、個人の能力、個性、意

欲等が十分に発揮され、ジェンダーにとらわ

れない生き生きとした職場になること。 

ウ セクシュアル・ハラスメントのない、快適

で安心して仕事ができる職場環境がつくられ
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ること。 

(3) 学校において実現すべき姿 

ア 教育のあらゆる分野で、「男の子だから」

「女の子だから」ではなく、個性を尊重し、

能力を発揮できる教育が進むこと。 

イ 男女共同参画の推進について指導者の研修

の機会が増進されること。 

(4) 地域において実現すべき姿 

ア 古い慣習やしきたりにとらわれず、人権が

尊重され、差別のない心豊かな地域がつくら

れること。 

イ 男女が対等に地域活動に参画することによ

り、住みよい地域づくりに貢献できること。 

(市の責務) 

第5条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画

の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含

む。以下「施策」という。)を総合的に策定し、

計画的にこれを実施しなければならない。 

2 市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に

関して行う活動を支援するため、男女共同参画に

関する教育の推進、情報の提供その他必要な措置

を講じなければならない。 

3 市は、国、県、他の地方公共団体その他関係団

体(事業者を含む。)との連携に努めなければなら

ない。 

(市民の責務) 

第6条 市民は、男女共同参画について理解を深

め、社会のあらゆる場において、自ら進んで男女

共同参画社会の実現に努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する施策に積極的に協力する

よう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第7条 事業者は、その事業活動に関し男女が共同

して参画することができる体制の整備に取り組む

とともに、率先して男女共同参画社会の実現に努

めなければならない。 

2 事業者は、市が実施する施策に積極的に協力す

るよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第8条 何人も、性別を理由とする差別的取扱いを

行ってはならない。 

2 何人も、あらゆる場においてセクシュアル・ハ

ラスメントを行ってはならない。 

3 何人も、夫婦間を含むすべての男女間におい

て、個人の尊厳を踏みにじる身体的又は精神的な

苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第9条 公衆に表示する情報を発信しようとするも

のは、性別による役割分担の固定化又は女性に対

する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を

行わないよう努めなければならない。 

第2章 男女共同参画の推進に関する施策 

(行動計画) 

第10条 市長は、施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画の推進に関する行動計画

(以下「行動計画」という。)を策定するものとす

る。 

2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、広

く市民の意見を聴くとともに、八代市男女共同参

画審議会に意見を求めるものとする。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、これを公

表するものとする。 

4 前3項の規定は、行動計画の変更について準用す

る。 

(男女共同参画週間) 

第11条 市は、市民の間に広く男女共同参画につい

て関心と理解を深め、男女共同参画の推進に関す

る活動への積極的な参加を促すため、八代市男女

共同参画週間(以下「男女共同参画週間」とい

う。)を設ける。 

2 市長は、男女共同参画の推進に関する取組みを

積極的に行っているものの顕彰その他の男女共同

参画週間の趣旨にふさわしい事業を実施するもの

とする。 

(苦情等の処理) 

第12条 市民又は市内に在勤する者若しくは在学す

る者は、市が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる施策又は男女共同参画の推進を阻

害する要因により人権を侵害されたことについて

苦情又は相談(以下「苦情等」という。)があると

きは、市長に申し出ることができる。 

2 市長は、前項に規定する苦情等の申出につい

て、関係機関との連携を図る等適切かつ迅速な処

理に努めなければならない。 

3 市長は、前項に規定する事務を適切かつ迅速に

処理するための機関を設置するほか、必要な体制

の整備を行うものとする。 

4 前項の機関は、第1項の規定により施策について

の苦情等の申出を受けたときは、調査のため必要

に応じて市長に対し説明及び関係資料の提出等を

求め、必要があると認めるときは、勧告等を行う

ことができる。 

5 第3項の機関は、第1項の規定により人権を侵害

されたことについての苦情等の申出を受けたとき

は、調査のため必要に応じて関係者に対し、その

協力を得た上で資料の提供及び説明を求め、必要

があると認めるときは、当該関係者に助言、是正

の要望等を行うとともに、市長に対して勧告する

よう求めることができる。 

(年次報告) 

第13条 市長は、毎年度男女共同参画の状況、男女

共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明ら

かにする報告書を作成し、及び公表するものとす

る。 

第3章 八代市男女共同参画審議会 

(審議会の設置) 

第14条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本
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的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する

ため、八代市男女共同参画審議会(以下「審議

会」という。)を設置する。 

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(1) 学識経験者 

(2) その他市長が適当と認める者 

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数

の10分の4未満であってはならない。 

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(委任) 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八

代市男女共同参画推進条例(平成13年八代市条例

第31号)の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、この条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

 

○八代市男女共同参画推進条例施行規則 

平成17年8月1日規則第4号 

最終改正 平成27年3月31日規則第10号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、八代市男女共同参画推進条例

(平成17年八代市条例第8号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(苦情等の処理) 

第2条 条例第12条第3項に規定する機関として男女

共同参画専門委員(以下「専門委員」という。)を

置く。 

2 専門委員は、3人以内とし、人格が高潔で、男女

共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

3 専門委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは

長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねるこ

とができない。 

4 専門委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 専門委員は、再任されることができる。 

6 市長は、専門委員が心身の故障のため職務の執行

に堪えないと認めるとき、又は専門委員に職務上

の義務違反その他専門委員たるに適しない非行が

あると認めるときは、これを解嘱することができ

る。 

(職務等) 

第3条 専門委員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 条例第12条第4項又は第5項の規定により、苦

情等の申出について調査し、助言、是正の要

望、勧告等を行うこと。 

(2) 前号に規定する職務を行うに際し、関係機関

又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。 

2 専門委員は、それぞれ独立してその職務を行うも

のとする。 

3 専門委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る事項を決定するときは、合議により行う。 

(1) 職務の執行の方針に関する事項 

(2) 職務の執行の計画に関する事項 

(3) その他専門委員が合議により処理することが

適当であると認められる事項 

4 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

(苦情等の申出) 

第4条 条例第12条第1項の規定による申出は、書面

(様式第1号)により行うものとする。ただし、専門

委員が当該申出書の提出ができない特別の理由が

あると認めるときは、口頭ですることができる。 

2 前項ただし書の規定により口頭による申出があっ

たときは、専門委員は、その内容を聴取し、書面

に記録するものとする。 

(調査しない申出) 

第5条 専門委員は、次の各号のいずれかに該当する

事項に係る申出については、調査しないものとす

る。 

(1) 判決、裁判等により確定した事項 

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁にお

いて不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)

第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項 

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関す

る事項 

(5) 条例又はこの規則に基づく専門委員の行為に

関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、専門委員が調査

することが適当でないと認める事項 

2 専門委員は、条例第12条第1項の男女共同参画の

推進を阻害する要因により人権を侵害された旨の

申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1

年を経過した日以降にされたときは、当該申出に

ついて調査しないものとする。ただし、正当な理

由があるときは、この限りでない。 

3 専門委員は、前2項の場合においては、申出につ

いて調査しない旨及びその理由を当該申出をした

者に対し、書面(様式第2号)により通知するものと

する。 
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(調査開始の通知等) 

第6条 専門委員は、条例第12条第1項の規定による

申出について調査を開始するときは、市長又は関

係者に対し、その旨を書面(様式第3号)により通知

するものとする。ただし、人権の侵害の申出の場

合において、相当な理由があると認めるときは、

通知せず、又は調査開始後に通知することができ

る。 

2 専門委員は、条例第12条第4項又は第5項の規定に

より、市長又は関係者に対し説明及び関係資料の

提出等を求めるときは、書面(様式第4号及び第5

号)により依頼するものとする。 

(調査結果等の通知等) 

第7条 専門委員は、申出について調査が終了したと

きは、その結果を速やかに当該申出をした者に対

し書面(様式第6号)により通知するものとする。こ

の場合において、条例第12条第4項の勧告等又は同

条第5項の助言、是正の要望等を行ったときは、併

せてその内容を当該申出をした者に通知するもの

とする。 

2 専門委員は、申出について調査が終了した場合に

おいて、条例第12条第4項の勧告等又は同条第5項

の助言、是正の要望等を行わないときは、その結

果を、速やかに、前条第1項の規定により調査開始

の通知をした市長又は関係者に対し、書面(様式第

7号)により通知するものとする。 

(勧告、意見表明及び助言) 

第8条 専門委員は、条例第12条第4項の申出につい

て調査した結果、必要があると認めるときは、市

長に対し、同項の勧告のほか、意見表明又は助言

をするものとする。 

2 条例第12条第4項の勧告又は前項の意見表明若し

くは助言は、書面(様式第8号)により行うものとす

る。 

(助言、是正の要望等) 

第9条 専門委員は、条例第12条第5項の助言を口頭

で行った場合において、当該関係者から当該助言

の趣旨及び内容を記載した文書の交付を求められ

たときは、書面(様式第9号)により交付するものと

する。 

2 条例第12条第5項の是正の要望等は、書面(様式第

10号)により行うものとする。 

3 専門委員は、市長に対して条例第12条第5項の勧

告を求めるときは、書面(様式第11号)により行う

ものとする。 

4 市長は、前項により勧告を求められた場合におい

て、必要があると認めるときは、書面(様式第12

号)により勧告するものとする。 

(是正その他の措置の報告) 

第10条 専門委員は、条例第12条第4項の勧告又は第

8条第1項の意見表明を行ったときは、市長に対

し、是正その他の措置について、相当の期限を設

けて報告(様式第13号)を求めるものとする。 

 

(処理状況報告書) 

第11条 専門委員は、毎年度1回、申出の処理の状況

及びこれに関する所見等についての報告書を作成

し、市長に提出するとともに、これを公表するも

のとする。 

(審議会) 

第12条 条例第14条に規定する八代市男女共同参画

審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる

事項について調査審議するものとする。 

(1) 行動計画の策定に関する事項 

(2) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策の評価に関する事項 

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推

進に関する重要事項 

2 審議会は、前項に定める事項について市長に意見

を述べることができる。 

(会長及び副会長) 

第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互

選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

(会議) 

第14条 会議は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを

開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

(窓口) 

第15条 条例第12条第1項に規定する苦情等の申出の

受付及び審議会の庶務については、市民環境部人

権政策課において処理する。 

(その他) 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代

市男女共同参画推進条例施行規則(平成14年八代市

規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則(平成18年3月31日規則第25号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月30日規則第6号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規則第10号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

様式(省略)  
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４．八代市男女共同参画行政推進委員会設置規程 

○八代市男女共同参画行政推進委員会設置規程 

平成17年8月1日訓令第3号 

最終改正 令和4年2月15日訓令第3号 

(設置) 

第 1条 本市における男女共同参画に係る施策の総合

的な企画及び推進について、八代市男女共同参画審

議会との連携を図り、円滑かつ的確な対応を行うた

め八代市男女共同参画行政推進委員会(以下「委員

会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画に係る施策の総合的かつ効果的

な企画及び推進に関すること。 

(2) 関係部門相互間の事務の連絡調整に関するこ

と。 

(委員) 

第 3条 委員会の委員は、副市長及び部(公室)長をも

って充て、前条各号に掲げる事項を審議する。 

2 委員会の男女構成において、男女のいずれか一方

の委員の数が委員の総数の 4割に満たない場合の委

員会の委員は、前項の委員のほか、部長に相当する

職員又は部次長若しくは部次長に相当する職員をも

って充て、4割に達するよう努めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 4条 委員会に会長及び副会長各 1人を置く。 

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、市民環

境部長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招

集し、その議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

(幹事会及び幹事) 

第 5条 委員会に幹事会を置くものとする。 

2 幹事会は、委員会の所掌事務について調査し、及

び審議し、その結果を委員会に報告する。 

3 幹事会の幹事は、別表に掲げる職にある者及び会

長が指名する職員をもって充てる。 

(幹事長及び副幹事長) 

第 6条 幹事会に幹事長及び副幹事長各 1人を置く。 

2 幹事長は、人権政策課長をもって充て、副幹事長

は、幹事の互選により選出する。 

3 幹事長は、幹事会を代表し、副幹事長は幹事長を

補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

4 幹事長は、必要の都度幹事会を招集し、その議長

となる。 

(庶務) 

第 7条 委員会の庶務は、市民環境部人権政策課にお

いて処理する。

(その他) 

第 8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営

に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成 17年 8月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 31日訓令第 7号) 

この訓令は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 5月 31日訓令第 9号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 30日訓令第 1号抄) 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 30日訓令第 2号抄) 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 28日訓令第 7号) 

この訓令は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 5月 26日訓令第 11号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 31日訓令第 7号) 

この訓令は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 2月 8日訓令第 2号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 22日訓令第 4号抄) 

この訓令は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 10日訓令第 1号) 

この訓令は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 2月 16日訓令第 2号) 

この訓令は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 2月 15日訓令第 3号) 

この訓令は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

別表(第 5条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

秘書広報課長 人事課長  

企画政策課長 危機管理課長 

デジタル推進課長 財政課長 

市民活動政策課長 人権政策課長 

健康福祉政策課長 高齢者支援課長 

こども未来課長   商工・港湾振興課長 

農林水産政策課長 建設政策課長 

教育政策課長  
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５．男女共同参画社会基本法 

○男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

最終改正 一一年一二月二二日法律第一六〇号 

 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第十二条) 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策(第十三条―第二十条) 

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八

条) 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か

つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男

女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らか

にするとともに、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を

積極的に提供することをいう。 

(男女の人権の尊重) 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができ

るようにすることを旨として、行われなければな

らない。 

(国際的協調) 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本

理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。

以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

 



資料編 

77 

(地方公共団体の責務) 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

(国民の責務) 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

(法制上の措置等) 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならな

い。 

(年次報告等) 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策 

(男女共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画(以下「男女共同参画基本計画」とい

う。)を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

(都道府県男女共同参画計画等) 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」とい

う。)を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共

同参画計画」という。)を定めるように努めなけれ

ばならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

(国民の理解を深めるための措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

(調査研究) 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

(国際的協調のための措置) 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団
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体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

(設置) 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会

議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府

の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

を調査し、必要があると認めるときは、内閣総

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

(組織) 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

(議長) 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て 

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 

(議員) 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する

者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

(議員の任期) 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

 

 

(資料提出の要求等) 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

(政令への委任) 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

(男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第

七号)は、廃止する。 

(経過措置) 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審

議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第

一条の規定により置かれた男女共同参画審議会

は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条

第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第

二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし

て任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条

第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指

名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議

会の会長として定められ、又は同条第三項の規定

により審議会の会長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二

号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(施行の日＝平成一三年一月六日) 

一 略 
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二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日 

(委員等の任期に関する経過措置) 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者(任期の定めのない者を除

く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

(別に定める経過措置) 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、別に法律で定める。 

―――――――――― 

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律

一六〇)抄 

(処分、申請等に関する経過措置) 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律

(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に

法令の規定により従前の国の機関がした免許、許

可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その

他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほ

か、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施

行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機

関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の

処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により

従前の国の機関に対してされている申請、届出そ

の他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほ

か、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施

行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機

関に対してされた申請、届出その他の行為とみな

す。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前

の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続

をしなければならないとされている事項で、改革

関係法等の施行の日前にその手続がされていない

ものについては、法令に別段の定めがあるものの

ほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関

係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国

の機関に対して報告、届出、提出その他の手続を

しなければならないとされた事項についてその手

続がされていないものとみなして、改革関係法等

の施行後の法令の規定を適用する。 

(政令への委任) 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで

及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等

改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の

施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置

を含む。)は、政令で定める。 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六

〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法

律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三

百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二

項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十

四条の規定 公布の日 
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６．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

○女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律 

平成二十七年九月四日法律第六十四号 

最終改正 令和四年六月一七日法律第六八号 

目次 

第一章 総則(第一条―第四条) 

第二章 基本方針等(第五条・第六条) 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針(第七条) 
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第四章 女性の職業生活における活躍を推進する
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附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す

ること(以下「女性の職業生活における活躍」とい

う。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共

同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の

基本理念にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進について、その基本原則を定め、並びに

国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の

職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な

少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又

は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に

関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退

職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構

成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留

意されなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原

則(次条及び第五条第一項において「基本原則」と

いう。)にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを

実施しなければならない。 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」

という。)を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 
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イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

(都道府県推進計画等) 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画(以下この

条において「都道府県推進計画」という。)を定め

るよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画)

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策につい

ての計画(次項において「市町村推進計画」とい

う。)を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施すること

ができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項

に規定する特定事業主行動計画(次項において「事

業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針

(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定

めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

第二節 一般事業主行動計画等 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一

般事業主」という。)であって、常時雇用する労働

者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策

定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければな

らない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する労働者に占める女性労働者の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性

労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省

令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

るよう努めなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 
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８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第四項から第六項までの規定は前

項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用

する。 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定

一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用い

る書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定め

るもの(次項及び第十四条第一項において「商品

等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付す

ることができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたと

き。 

(基準に適合する認定一般事業主の認定) 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の

策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施

し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を

達成したこと、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年

法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担

当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法

律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当す

る者を選任していること、当該女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が特

に優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

(特例認定一般事業主の特例等) 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特

例認定一般事業主」という。)については、第八条

第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況を公表しなければならない。 

(特例認定一般事業主の表示等) 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 

(特例認定一般事業主の認定の取消し) 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条

の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又

は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

(委託募集の特例等) 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小

事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び

次項において同じ。)が、当該承認中小事業主団体

をして女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせ

ようとする場合において、当該承認中小事業主団

体が当該募集に従事しようとするときは、職業安

定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条

第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中

小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他

の特別の法律により設立された組合若しくはその

連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員

とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当する

ものに限る。)のうち、その構成員である中小事業

主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づ

いて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切
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に行うための厚生労働省令で定める基準に適合す

る旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第五条

の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第

二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二

項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十

八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五

十一条の規定は前項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者について、同法第四十条の

規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項におい

て準用する同条第二項に規定する職権を行う場合

について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行

おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働

者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の

二の規定の適用については、同法第三十六条第二

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし

て労働者の募集に従事させようとする者がその被

用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十

二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十

六条第四項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項

に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する

調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することに

より、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。 

 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとする

一般事業主又はこれらの規定による届出をした一

般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定

事業主」という。)は、政令で定めるところによ

り、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業

主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関する計画を

いう。以下この条において同じ。)を定めなければ

ならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状

況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する職

員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にあ

る職員に占める女性職員の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならな

い。 
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第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表) 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主(常時

雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限

る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定

する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する前項各

号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期

的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍に

関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいず

れか一方を定期的に公表するよう努めなければな

らない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表) 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事務及び事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次に

掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置 

(職業指導等の措置等) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

(財政上の措置等) 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援するため

に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法

人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は

物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつ

つ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他

の女性の職業生活における活躍に関する状況又は

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施の状況が優良な一般事業主(次項において

「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増

大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 

(啓発活動) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要

な啓発活動を行うものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組

に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと

する。 

(協議会) 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条

において「関係機関」という。)は、第二十二条第

一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項

の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事

例その他の女性の職業生活における活躍の推進に

有用な情報を活用することにより、当該区域にお

いて女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするた
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め、関係機関により構成される協議会(以下「協議

会」という。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定によ

る事務の委託がされている場合には、当該委託を

受けた者を協議会の構成員として加えるものとす

る。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下こ

の項において「関係機関等」という。)が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活

躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連

携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

(秘密保持義務) 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

(協議会の定める事項) 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

第五章 雑則 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第八条第一項に規定

する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例

認定一般事業主である同条第七項に規定する一般

事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若

しくは勧告をすることができる。 

(公表) 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若し

くは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚

偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業

主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽

の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である第八条第七項に規定する一般事業

主に対し、前条の規定による勧告をした場合にお

いて、当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

(権限の委任) 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

(政令への委任) 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業

安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者

は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項(第十四条第二項において準用す

る場合を含む。)の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。 
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附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条

を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並

びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日

から施行する。 

(この法律の失効) 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則

を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第二十八条の規定

(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にか

かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

(政令への委任) 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

(検討) 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四

号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公

布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五

十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六

条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一

条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改

正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に

改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七

条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第

六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第

五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第

十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法

律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規

定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、

附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規

定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第

三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を

「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則

第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する

法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第

一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一

から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六

第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三

及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附

則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第

二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則

第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 

平成三十年一月一日 

(罰則に関する経過措置) 

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規

定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 (令和元年六月五日法律第二四号) 

抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(令和元年政令第一七四号で令和二年六月一日から

施行) 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

(令和元年政令第一七四号で令和四年四月一日から

施行) 

(罰則に関する経過措置) 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

(検討) 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施
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行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

附 則 (令和四年三月三一日法律第一二号) 

抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二

条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八

条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第

五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一

号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の

改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」

に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項

の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に

一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の

規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改

正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第

十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条

に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並

びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附

則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十

項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の

促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八

号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに

同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公

共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、

「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」

と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは

「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る

部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二

条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七

条の規定 令和四年十月一日 

(政令への委任) 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)

抄 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一

部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 

抄 

(施行期日) 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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７. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV 防止法）抜粋 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 

最終改正：令和五年六月一四日法律第五三号 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必

要である。このことは、女性に対する暴力を根絶し

ようと努めている国際社会における取組にも沿うも

のである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

第一章 総則 

(定義) 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす

ものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八

条の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者から

の暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事

実上離婚したと同様の事情に入ることを含むもの

とする。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画

等 

(基本方針) 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務

大臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。)は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関す

る基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び

第三項において「基本方針」という。)を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

(都道府県基本計画等) 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画(以下この条において「都道府県基本計画」と

いう。)を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画(以下この条において「市町村基本計画」と

いう。)を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければ

ならない。  
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８．用語説明 

 

アンコンシャス・バイアス 

「無意識の偏ったモノの見方／思い込み」のこ

と。アンコンシャス・バイアスに気づかずにいる

と、そこから生まれた言動が、知らず知らずの

うちに、相手を傷つけたり、キャリアに影響をお

よぼしたり、自分自身の可能性を狭めてしまう

等、様々な影響があるため、注意が必要。 

 

エンパワーメント 

力をつけること。また、自ら主体的に行動する

ことによって状況を変えていこうとする考え方

のこと。 

 

家族経営協定 

家族で農業経営にたずさわる各世帯員が、意

欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力

的な農業経営をめざし、公的な第三者立会いの

下、経営方針や農作業・家事など世帯員相互間

の役割分担、給料や労働時間・休日などの就労

条件や就労環境などについて家族間で話し合

い、合意内容を文書化すること。 

 

キャリア教育 

主として、児童・生徒一人一人の勤労観・職業観

を育てる教育をいいます。生きる力を身につ

け、社会人・職業人として自立し、よりよい人生

を送っていくための教育をいう。 

 

固定的性別役割分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分

担を決めることが適当であるにもかかわらず、

「男は仕事・女は家庭」「男性は主要な業務・女

性は補助的業務」等のように、男性、女性とい

う性別を理由として、役割を固定的に分ける考

え方のこと。 

 

 

ジェンダー 

生まれついての生物学的性別をセックス（ｓｅｘ）

というのに対して、社会通念や慣習の中の、社

会的に作られた「男性像」や「女性像」といった

男女の別を「社会的性別（ジェンダー／       

ｇｅｎｄｅｒ）」という。「ジェンダー」は、それ自体

に良い悪いといった価値を含むものではない。 

 

持続可能な開発のための２０３０アジェンダ 

(持続可能な開発目標：ＳＤＧｓ） 

平成２７年（２０１５年）９月に国連で採択され

た、平成２８年（２０１６年）から令和１２年    

（２０３０年）までの国際目標。「誰一人取り残さ

ない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境を

めぐる広範な課題に総合的に取り組むため、先

進国を含む国際社会全体の目標として、２０３０

年を期限とする包括的な１７の目標      

（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ： 

ＳＤＧｓ）を設定。ゴール５ではジェンダー平等の

達成と全ての女性及び女児のエンパワーメント

が掲げられており、すべての目標とターゲット

における進展において死活的に重要な貢献を

するものとされている。 
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女子差別撤廃条約 

（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約） 

昭和５４年（１９７９年）に国連総会で日本を含

む１３０か国の賛成によって採択され、昭和 

５６年（１９８１年）に発効。日本は昭和６０年

（１９８５年）に批准。女子に対するあらゆる差

別を撤廃することを基本理念とし、具体的に

は、女子に対する差別を定義し、政治的及び

公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あら

ゆる分野での男女の平等を規定する。なお、

同条約第１条において、「この条約の適用上、

「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、

排除又は制限であって、政治的、経済的、社

会的、文化的、市民的その他のいかなる分野

においても、女子（婚姻をしているかいない

かを問わない。）が男女の平等を基礎として

人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行

使することを害し又は無効にする効果又は

目的を有するものをいう。」と規定されてい

る。 

 

性自認・性的指向 

性的指向(Sexual Orientation）とは、人

の恋愛・性愛がいずれの性別を対象に向かう

のかを示す概念である。性自認（Gender 

Identity）とは、自分の性をどのように認識

しているのか、どのような性のアイデンティ

ティ(性同一性）を自分の感覚として持ってい

るかを示す概念である。性的指向と性自認の

頭文字を取った「SOGI」という用語もある。

なお、性的指向について、例えば、レズビアン

（同性を恋愛や性愛の対象とする女性）、ゲイ

(同性を恋愛や性愛の対象とする男性）、バイ

セクシュアル(同性も異性も恋愛や性愛の対

象とする人）等の呼称、性自認について、例

えば、トランスジェンダー(出生時の戸籍上の

性とは異なる性自認を有する人）等の呼称が

あり、これらの頭文字を取った「LGBT」とい

う用語が、性的少数者(セクシュアルマイノリ

ティ）を表す言葉の一つとして使われること

もある。 
 

 

 

ダイバーシティ 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わ

りなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる

社会のことをダイバーシティ社会という。 

 

テレワーク 

ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有

効に活用できる柔軟な働き方のこと。 

 

認定農業者制度 

計画的に自らの農業経営の改善を図っていこ

うとする農業者がおおむね５年後を見通した

「農業経営改善計画」を作成し、市が基本構想

に照らして認定しその計画達成に向けて支援し

ていく制度。 

 

フレックスタイム 

１か月以内の一定期間（清算期間）における総

労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はそ

の枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的

に決定し働く制度のこと。 

 

プログラミング 

プログラミング言語を用いてあらゆるプログラ

マーやシステムエンジニアなどが行うシステム

やアプリ開発のこと。スマートフォンのアプリや

テレビゲーム、企業のＤＸ化による自動化など、

あらゆるシーンでプログラミングが活用される

ようになったため、選択肢の多い職業となって

いる。 
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ポジティブ・アクション 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの

意志によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

すること（男女共同参画社会基本法第２条第

２号参照）。 

 

見える化 

関連する情報やデータを公開することにより、

各主体の気付きを促し、問題意識を高め、自ら

改善する努力を促進する取組のこと。 

 

リスキリング 

新しい職業に就くために、あるいは、今の職業

で必要とされるスキルの大幅な変化に適応す

るために、必要なスキルを獲得する／させるこ

と。 

 

リプロダクティブ・ヘルツ/ライツ 

（性と生殖に関する健康と権利） 

女性が生涯にわたって身体的、精神的、社会的

に良好な状態。いつ何人子どもを産むか産まな

いかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安

全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つこ

となどが含まれています。また、思春期や更年

期における健康上の問題など生涯を通じて性

と生殖の課題が幅広く議論され、今日、女性の

重要な人権の一つとして認識されている。 

 

リモートワーク 

リモート＝遠隔で仕事を行うということ。職場

に行かずに、別の場所で業務を行う形態を指

す。通信機器の整った社会ではインターネット

を利用し遠隔地で業務を行うことを一般的に

呼んでいる。 

 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

「仕事」と「仕事以外の生活（家事、育児、介護、

地域活動、自己啓発等）」との調和がとれるよう

な働き方、生き方をめざす考え方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊一部文中にない用語もあります
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９．市民意識調査・事業所調査の概要 

 

市民意識調査 

（１）調査目的 

男女共同参画に関する市民の意識の成熟

度や実態の変化、地域の特性を把握し、計

画策定の基礎調査的資料として活用し、今

後の男女共同参画施策を推進することを

目的として実施しました。 

（２）調査対象及び抽出方法 

満１８歳以上７５歳未満の市民３，０００人 

各年代の人口比率及び性比率を考慮し無

作為により抽出しました。 

（３）調査期間 

令和４年８月１０日から 

令和４年８月３１日 

（４）調査方法 

郵送による調査票の配布、回収およびイン

ターネットによる回収 

（５）回収状況 

有効回収数 １，３７６件 

有効回収率  ４５．９％ 

 

 

 

 

 

 

 

事業所調査 

（１）調査目的 

八代市の事業所に雇用されている労働者

の労働条件を把握するとともに、ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や女

性の活躍推進に関する状況を把握し、男女

共同参画行政の基礎資料とすることを目

的として実施しました。 

（２）調査対象及び抽出方法 

①地域・・・・・・・八代市全域 

②事業所・・・・・正社員を５人以上雇用する

民営事業所２００事業所 

なお、事業所母集団データベース（令和２

年次フレーム）による事業所を母集団とし、

５つの事業所規模（正社員５人以上１０人未

満、１０人以上３０人未満、３０人以上５０人

未満、５０人以上１００人未満、１００人以上）

別に無作為に抽出しました。 

（３）調査期間 

令和４年８月１０日から 

令和４年８月３１日 

（４）調査方法 

郵送による調査票の配布、回収およびイン

ターネットによる回収 

（５）回収状況 

有効回収数 １１４ 

有効回収率 ５７．０％ 
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10．市民ワークショップ 

  

（１） 名 称 

市民ワークショップ 

～みんなで考えよう、 

やつしろの男女共同参画～ 

（２） 目 的 

男女共同参画の推進について、本市における

課題の抽出と取り組むべきことを探る作業を

通じて、幅広く市民の意見を計画に反映させ

るとともに、男女共同参画への意識を喚起す

るため実施。 

（３） 開催日時 

令和４年９月２３日（金）  

午前９時３０分～午後３時 

（４） 対象者 

市民（公募）、八代市女性人材リスト登録者、

市民団体会員、商工会議所会員、商工会会員、

ＪＡ組合員、市職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 実施内容 

３つのテーマについてグループ討議し、各グ

ループの意見発表を行った。 

〇テーマ 

・男女共同参画社会実現に向けた意識づくり

のために必要な取組 

・あらゆる分野において男女がともに活躍で

きる社会づくりのために必要な取組 

・安全で安心して暮らせる社会づくりのため

に必要な取組 
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11．八代市男女共同参画審議会委員名簿 

 

氏  名 所属・役職 備  考 

亀田
か め だ

 宏子
ひ ろ こ

 八代市商工会理事女性部長  

古閑
こ が

 啓子
け い こ

 
八代市男女共同参画 

社会づくりネットワーク会長 
副会長 

古賀
こ が

 倫嗣
のりつぐ

  
放送大学熊本学習センター客員教授 

熊本大学名誉教授 
 

澤
さわ

 真由美
ま ゆ み

 八代市女性人材リスト登録者  

重本
しげもと

 公
きみ

茂
しげ

 八代市退職校長会 会 長 

白井
し ら い

 雄二
ゆ う じ

 公募  

中津
な か つ

 淳子
じゅんこ

 公募  

永吉
ながよし

 功
よし

明
あき

 八代地域農業協同組合総務部長  

村本
むらもと

 恭子
きょうこ

 八代市校長会 八代市立宮地小学校長  

森下
もりした

 貴美子
き み こ

 八代市地域婦人会連絡協議会副会長  

山口
やまぐち

 孝二
こ う じ

 八代市民生委員児童委員協議会副会長  

山本
やまもと

 雅子
ま さ こ

 八代商工会議所女性会会長  

（50 音順・敬称略） 

任期： 令和 4 年 1 月 19 日～令和６年 1 月 18 日（2 年間）
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